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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　ユーザ機器が、第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を
確立することと、
　前記ユーザ機器が、前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフロ
ーを、および前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信
することと、
　前記ユーザ機器が、前記ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク
障害を検出することと、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記ユーザ機器が、前記第２の無線アクセス技
術を介した前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定することと、
　前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきではないと決定された場合に、前記ユ
ーザ機器が、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの
前記送信を中断することと、
　前記ユーザ機器が、前記無線リンク障害からの回復処理の完了を検出することと、
　前記ユーザ機器が、前記回復処理の完了の検出に応答して、前記第２の無線アクセス技
術を介した前記少なくとも１つの中断されたデータフローの前記送信を再開することと
　を備え、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
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連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、
　方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのデータフローが、ベアラ、トラフィックフローテンプレート（Ｔ
ＦＴ）、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続、またはサービス品質（ＱｏＳ）クラスのう
ちの少なくとも１つに関連する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＷＷＡＮがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークまたはユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）である、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記ユーザ機器が、前記ＷＬＡＮを介した前記少なくとも１つのデータフローを維持す
べきかどうかを決定することが、前記ユーザ機器が、前記ＷＬＡＮを介した前記少なくと
も１つのデータフローの１つまたは複数のデータフローの前記送信を中断することを決定
することを備え、前記ユーザ機器が、前記ＷＬＡＮを介した前記１つまたは複数のデータ
フローの前記送信を中断することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ機器が、前記無線リンク障害からの前記回復処理の前記完了を検出すること
と、
　前記回復処理の前記完了を検出したことに応答して、前記ユーザ機器が、前記ＷＬＡＮ
を介した前記１つまたは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開することと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ機器が、前記無線リンク障害からの前記回復処理の前記完了を検出すること
と、
　前記回復処理の前記完了を検出したことに応答して、前記ユーザ機器が、前記ＷＷＡＮ
を介した前記１つまたは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開することと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザ機器が、前記無線リンク障害からの前記回復処理の完了を検出することと、
　前記ユーザ機器が、前記ＷＷＡＮを介してＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行するこ
とと、
　前記ユーザ機器が、前記ＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行することに基づいて、前
記ＷＬＡＮを介した前記１つまたは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開する
ことと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ機器が、前記ＷＬＡＮに関係する情報を前記ＷＷＡＮを用いて送信すること
をさらに備え、
　ここにおいて、前記ユーザ機器が、前記ＷＷＡＮを介して前記ＲＲＣ接続再構成プロシ
ージャを実行することが、前記ＷＬＡＮに関係する前記情報を送信することに応答する、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記情報が測定報告を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記情報は複数の指示を備え、前記複数の指示の各々は、前記ユーザ機器が前記無線リ
ンク障害中に前記ＷＬＡＮを介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の１つのた
めの前記送信を中断したかどうかを示し、ここにおいて、前記複数の指示の各々が、前記
ＷＬＡＮを介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の１つに関連する、請求項８
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に記載の方法。
【請求項１１】
　前記情報は複数の指示を備え、前記複数の指示の各々は、前記ユーザ機器が前記ＷＷＡ
Ｎまたは前記ＷＬＡＮを介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の１つのための
前記送信を再開すべきかどうかを示し、ここにおいて、前記複数の指示の各々が、前記Ｗ
ＬＡＮを介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の１つに関連する、請求項８に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記決定することが、前記ユーザ機器が、前記ＷＬＡＮを介した前記少なくとも１つの
データフローの前記送信を中断することを決定することを備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記決定することが、前記ユーザ機器において受信されたネットワーク構成、前記無線
リンク障害中にＷＬＡＮデータフローを中断すべきかどうかを示すフラグを含むアクセス
ネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）ポリシー、サービス品質（ＱｏＳ）パラ
メータ、または前記ユーザ機器の実装形態のうちの少なくとも１つに基づく、請求項１に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ機器が、前記無線リンク障害中に前記ＷＬＡＮを介して制御シグナリングを
送信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御シグナリングが無線リソース制御シグナリングまたは非アクセス層シグナリン
グの一方または両方を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ユーザ機器が、前記無線リンク障害中に前記ＷＬＡＮを介して制御シグナリングを
受信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記制御シグナリングが無線リソース制御シグナリングまたは非アクセス層シグナリン
グの一方または両方を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　コンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　ユーザ機器の少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術および第２の
無線アクセス技術を用いて通信を確立させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の無線アクセス技術を介して少なくと
も１つのデータフローを、および前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つの
データフローを送信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術
との間の無線リンク障害を検出させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第
２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきかどうか
を決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきではないと決定された場合に、前記少
なくとも１つのコンピュータに、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１
つのデータフローの前記送信を中断させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記無線リンク障害からの回復処理の完了を検
出させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記回復処理の完了の検出に応答して、前記第
２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つの中断されたデータフローの前記送信
を再開させるためのコードと
　を備え、
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　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　無線リンク障害回復を管理するためのユーザ機器であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するための
手段と、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを、および前記第
２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するための手段と、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するための手
段と、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するための手段と、
　前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきではないと決定された場合に、前記第
２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を中断する
ための手段と、
　前記無線リンク障害からの回復処理の完了を検出するための手段と、
　前記回復処理の完了の検出に応答して、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つの中断されたデータフローの前記送信を再開するための手段と
　を備え、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、ユーザ機器。
【請求項２０】
　無線リンク障害回復を管理するためのユーザ機器であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するように
構成されたコントローラと、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するように
構成されたワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）無線機と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するように
構成されたワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）無線機と、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するように構
成された無線リンク障害（ＲＬＦ）構成要素と、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するように構成されたＲＬＦデー
タフロー決定構成要素と
　を備え、
　前記ＲＬＦデータフロー決定構成要素はさらに、前記少なくとも１つのデータフローを
維持すべきではないと決定された場合に、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローの前記送信を中断し、
　前記無線リンク障害からの回復処理の完了を検出し、
　前記回復処理の完了の検出に応答して、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つの中断されたデータフローの前記送信を再開するように構成され、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、ユーザ機器。
【請求項２１】
　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　基地局が、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立する
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ことと、
　前記基地局が、第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が
確立されるという指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくと
も１つのデータフローを送信する、
　前記基地局が、前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記
第１の通信接続の無線リンク障害回復指示を受信することと、
　前記基地局が、無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通
信接続上で前記少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定することと
、
　前記基地局が、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データ
フローごとに、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前
記ユーザ機器に示すことと
　を備え、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、
　方法。
【請求項２２】
　前記確立することが、前記ユーザ機器がアイドル状態から接続状態に移動することによ
り、または前記ユーザ機器がハンドオーバされることにより生じる、請求項２１に記載の
方法。
【請求項２３】
　前記示すことが、前記基地局が、前記ユーザ機器に構成メッセージまたはデータメッセ
ージのうちの少なくとも１つを送ることを備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記構成メッセージが無線リソース制御メッセージである、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記送ることが、前記基地局が、前記ＷＬＡＮを介して前記第２の通信接続上で前記ユ
ーザ機器に構成メッセージまたはデータメッセージのうちの少なくとも１つを送ることを
備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　コンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　基地局の少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機
器との第１の通信接続を確立させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機
器との第２の通信接続が確立されるという指示を受信させるためのコードと、ここにおい
て、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータフローを送信する、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、
前記ユーザ機器から前記第１の通信接続の無線リンク障害回復指示を受信させるためのコ
ードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技
術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローが維持され得るか
どうかを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２
の通信接続上で、データフローごとに、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を
維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に示させるためのコードと
　を備え、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、
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　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立するための手段
と、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つの
データフローを送信する、
　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接続
の無線リンク障害回復指示を受信するための手段と、
　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記
少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定するための手段と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに、
前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に
示すための手段と
　を備え、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、
　装置。
【請求項２８】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリと通信しており、
　　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立することと、
　　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されると
いう指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデー
タフローを送信する、
　　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接
続の無線リンク障害回復指示を受信することと、
　　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前
記少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定することと、
　　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに
、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器
に示すことと
　を行うように構成された無線リンク障害（ＲＬＦ）データフロー構成要素と
　を備え、
　前記第１の無線アクセス技術はワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記第２の無線アクセス技術はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に関連する、
　装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　[0001]本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込
まれる、２０１４年７月３０日に出願された、「Techniques for Managing Radio Link F
ailure Recovery for a User Equipment Connected to a WWAN and a WLAN」と題する、
非仮出願第１４／４４７，３３１号、および２０１３年８月１６日に出願された、「Tech
niques for Managing Radio Link Failure Recovery for a User Equipment Connected t



(7) JP 6522612 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

o a WWAN and WLAN」と題する、仮出願第６１／８６６，８６２号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレスワイ
ドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）とワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）の両方に接続されたユーザ機器（ＵＥ）のための無線リンク障害（ＲＬＦ：radio link
 failure）回復を管理するための技法に関する。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。その
ような多元接続ネットワークの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク
、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－
ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートすることができる（ｅノードＢまたはｅＮＢとも呼ばれる）いくつかの拡張ノー
ドＢを含み得る。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクを介してｅノードＢと通信し
得る。ダウンリンク（または順方向リンク）はｅノードＢからＵＥへの通信リンクを指し
、アップリンク（または逆方向リンク）はＵＥからｅノードＢへの通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]現在の第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：3rd Generation Par
tnership Project）仕様（または規格）ファミリーに導入されている主要な拡張は、ワイ
ヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）（たとえば、ロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ(登録商標)：Long Term Evolution）またはユニバーサルモバイルテレコミュ
ニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunications System））
とワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商
標））の両方とのＵＥのためのデュアル接続性である。したがって、ＵＥは、ｅノードＢ
とＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）の両方と通信していることがある。
【０００６】
　[0006]このデュアル接続性を仮定すれば、全体的なシステム容量を改善するためにＷＬ
ＡＮを介してデータトラフィックを送ること（たとえば、ＬＴＥからＷＬＡＮにオフロー
ドすること）によって、ＷＷＡＮ輻輳が緩和され得る。この目的で、セルラーＲＡＮとＷ
ＬＡＮとの間の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ：Radio Access Network）ベーストラ
フィックアグリゲーションが３ＧＰＰ（登録商標）規格ファミリーに導入されている。こ
の手法では、（たとえば、セルラーＲＡＮが輻輳しているとき）トラフィックをＷＬＡＮ
にオフロードするために、または（たとえば、ＷＬＡＮ無線状態が不良になり、および／
またはセルラー輻輳が減じられた場合）トラフィックをセルラーＲＡＮにステアリングす
る（たとえば、フォールバックする）ために、セルラーＲＡＮによってシグナリングされ
る無線リソースコントローラ（ＲＲＣ：Radio Resource Controller）コマンドが使用さ
れる。
【０００７】
　[0007]ＵＥとＷＷＡＮアクセスノード（たとえば、ＬＴＥにおけるｅノードＢ）との間
の無線周波数（ＲＦ）環境が不良になるとき、ＵＥは無線リンク障害（ＲＬＦ）に入るこ
とがある。概して、ＬＴＥ　ＲＬＦが生じたとき、ＵＥのためのＲＲＣ接続は、ＵＥがＲ
ＬＦから回復する（たとえば、ＲＬＦ回復処理を完了する）まで中断される。したがって
、いくつかのＬＴＥシグナリング無線ベアラ（Signaling Radio Bearer）（たとえば、Ｓ
ＲＢ１）がこの時間中に利用可能でない。さらに、ＷＷＡＮのためのデータフロー（たと
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えば、ＬＴＥのためのデータ無線ベアラ（ＤＲＢ：data radio bearer））と呼ばれるこ
ともあるすべてのデータトラフィックが中断され、ＲＲＣ中のＷＬＡＮ報告エントリがＵ
Ｅによってクリアされる。ｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントの両方と通信している
ＵＥの場合、ＬＴＥとＷＬＡＮとの間の動作は無関係であるが、（１）ＷＬＡＮオフロー
ディングおよび／またはフォールバック決定がセルラーＲＡＮによって実行され、（２）
ＵＥからのＷＬＡＮ測定報告がＲＲＣメッセージを介して実行されるので、ＬＴＥ　ＲＬ
ＦはセルラーＲＡＮベースＷＬＡＮ相互作用に対して深刻な影響を及ぼすことがある。
【０００８】
　[0008]現在、３ＧＰＰ規格ファミリーの下で、ＬＴＥ　ＲＬＦ処理は、（ａ）ＲＬＦ検
出、（ｂ）セル再選択、および（ｃ）ＲＲＣ接続再確立という３つの態様を含む。ただし
、これらの態様のいずれも、ＬＴＥ　ＲＬＦからの回復中にＷＬＡＮデータフローをどの
ように処理するかに関するガイダンスを含まない。上記に鑑みて、ＵＥがＬＴＥとＷＬＡ
Ｎとの間で相互作用しているときの現在のＲＬＦ処理に関連する重要な問題および短所が
あり得ることが理解され得る。
【０００９】
　[0009]したがって、セルラーネットワークとＷＬＡＮネットワークの両方に接続された
ＵＥのためのＲＬＦ回復を管理することにおける改善が望まれる。
【発明の概要】
【００１０】
　[0010]以下で、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の
簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観では
なく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべて
の態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の
導入として、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することで
ある。
【００１１】
　[0011]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための例示的な方法について説明す
る。本方法は、第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確
立することを含み得る。さらに、本方法は、第１の無線アクセス技術を介して少なくとも
１つのデータフローを、および第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータ
フローを送信することを含み得る。本方法は、ユーザ機器と第１の無線アクセス技術との
間の無線リンク障害を検出することをさらに含み得る。さらに、本方法は、無線リンク障
害が検出されたとき、第２の無線アクセス技術を介した少なくとも１つのデータフローを
維持すべきかどうかを決定することを含み得る。
【００１２】
　[0012]一態様では、無線リンク障害回復を管理するためのコンピュータ可読媒体につい
て説明する。本コンピュータ可読媒体は、少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線
アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立させ得るコンピュータ実
行可能コードを記憶し得る。さらに、コードは、少なくとも１つのコンピュータに、第１
の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを、および第２の無線アクセ
ス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信させ得る。さらに、コードは、少な
くとも１つのコンピュータに、ユーザ機器と第１の無線アクセス技術との間の無線リンク
障害を検出させ得る。コードはさらに、少なくとも１つのコンピュータに、無線リンク障
害が検出されたとき、第２の無線アクセス技術を介した少なくとも１つのデータフローを
維持すべきかどうかを決定させ得る。
【００１３】
　[0013]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための例示的な装置について本開示
によって説明する。本装置は、第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を
用いて通信を確立するための手段を含み得る。本装置は、第１の無線アクセス技術を介し
て少なくとも１つのデータフローを、および第２の無線アクセス技術を介して少なくとも
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１つのデータフローを送信するための手段を含み得る。本装置は、ユーザ機器と第１の無
線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するための手段を含み得る。本装置は、無
線リンク障害が検出されたとき、第２の無線アクセス技術を介した少なくとも１つのデー
タフローを維持すべきかどうかを決定するための手段を含み得る。
【００１４】
　[0014]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための装置について説明する。本装
置は、第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するよ
うに構成されたコントローラを含み得る。本装置は、第１の無線アクセス技術を介して少
なくとも１つのデータフローを送信するように構成されたワイヤレスワイドエリアネット
ワーク（ＷＷＡＮ）無線機を含み得る。本装置は、第２の無線アクセス技術を介して少な
くとも１つのデータフローを送信するように構成されたワイヤレスローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）無線機を含み得る。本装置は、ユーザ機器と第１の無線アクセス技術
との間の無線リンク障害を検出するように構成された無線リンク障害（ＲＬＦ）構成要素
を含み得る。本装置は、無線リンク障害が検出されたとき、第２の無線アクセス技術を介
した少なくとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するように構成されたＲ
ＬＦデータフロー決定構成要素を含み得る。
【００１５】
　[0015]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための方法について説明する。本方
法は、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立することを
含み得る。本方法は、第２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信接続が
確立されるという指示を受信することを含み得る。第２の通信接続は少なくとも１つのデ
ータフローを送信し得る。本方法は、ユーザ機器から第１の通信接続の無線リンク障害回
復指示を受信することを含み得る。本方法は、無線リンク障害中に第２の無線アクセス技
術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを
決定することを含み得る。本方法は、第２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続上
で、データフローごとに、少なくとも１つのデータフローの送信を維持すべきかどうかを
ユーザ機器に示すことを含み得る。
【００１６】
　[0016]一態様では、無線リンク障害回復を管理するためのコンピュータ可読媒体につい
て説明する。本コンピュータ可読媒体はコンピュータ実行可能コードを記憶し得る。コー
ドは、少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器と
の第１の通信接続を確立させ得る。コードは、少なくとも１つのコンピュータに、第２の
無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信接続が確立されるという指示を受信
させ得る。第２の通信接続は少なくとも１つのデータフローを送信し得る。コードは、少
なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器から第１の通信接続の無線リンク障害回復指
示を受信させ得る。コードは、少なくとも１つのコンピュータに、無線リンク障害中に第
２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが維持
され得るかどうかを決定させ得る。コードは、少なくとも１つのコンピュータに、第２の
無線アクセス技術を介して第２の通信接続上で、データフローごとに、少なくとも１つの
データフローの送信を維持すべきかどうかをユーザ機器に示させ得る。
【００１７】
　[0017]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための装置について説明する。本装
置は、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立するための
手段を含み得る。本装置は、第２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信
接続が確立されるという指示を受信するための手段を含み得る。第２の通信接続は少なく
とも１つのデータフローを送信し得る。本装置は、ユーザ機器から第１の通信接続の無線
リンク障害回復指示を受信するための手段を含み得る。本装置は、無線リンク障害中に第
２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが維持
され得るかどうかを決定するための手段を含み得る。本装置は、第２の無線アクセス技術
を介して第２の通信接続上で、データフローごとに、少なくとも１つのデータフローの送
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信を維持すべきかどうかをユーザ機器に示すための手段を含み得る。
【００１８】
　[0018]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための装置について説明する。本装
置は、少なくとも１つのメモリと、少なくとも１つのメモリと通信している、ＲＬＦデー
タフロー構成要素とを含み得る。ＲＬＦデータフロー構成要素は、第１の無線アクセス技
術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立するように構成され得る。ＲＬＦデータ
フロー構成要素は、第２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信接続が確
立されるという指示を受信するように構成され得、ここにおいて、第２の通信接続が少な
くとも１つのデータフローを送信する。ＲＬＦデータフロー構成要素は、ユーザ機器から
第１の通信接続の無線リンク障害回復指示を受信するように構成され得る。ＲＬＦデータ
フロー構成要素は、無線リンク障害中に第２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続
上で少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定するように構成され得
る。ＲＬＦデータフロー構成要素は、第２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続上
で、データフローごとに、少なくとも１つのデータフローの送信を維持すべきかどうかを
ユーザ機器に示すように構成され得る。
【００１９】
　[0019]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための方法について説明する。本方
法は、ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信するこ
とを含み得る。本方法は、第２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信接
続が確立されるという指示を受信することを含み得る。第２の通信接続は少なくとも１つ
のデータフローに関連し得る。本方法は、無線リンク障害回復の後に第２の無線アクセス
技術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうか
を決定することを含み得る。本方法は、第２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続
上で少なくとも１つのデータフローの送信を再開すべきかどうかをユーザ機器に示すこと
を含み得る。
【００２０】
　[0020]一態様では、無線リンク障害回復を管理するためのコンピュータ可読媒体につい
て説明する。本コンピュータ可読媒体はコンピュータ実行可能コードを記憶し得る。コー
ドは、少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器から、第１の通信接続についての無
線リンク障害回復指示を受信させ得る。コードは、少なくとも１つのコンピュータに、第
２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信接続が確立されるという指示を
受信させ得る。第２の通信接続は少なくとも１つのデータフローに関連し得る。コードは
、少なくとも１つのコンピュータに、無線リンク障害回復の後に第２の無線アクセス技術
を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決
定させ得る。コードは、少なくとも１つのコンピュータに、第２の無線アクセス技術を介
して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローの送信を再開すべきかどうかをユ
ーザ機器に示させ得る。
【００２１】
　[0021]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための装置について説明する。本装
置は、ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信するた
めの手段を含み得る。本装置は、第２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の
通信接続が確立されるという指示を受信するための手段を含み得る。第２の通信接続は少
なくとも１つのデータフローに関連し得る。本装置は、無線リンク障害回復の後に第２の
無線アクセス技術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが再開され
得るかどうかを決定するための手段を含み得る。本装置は、第２の無線アクセス技術を介
して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローの送信を再開すべきかどうかをユ
ーザ機器に示すための手段を含み得る。
【００２２】
　[0022]一態様では、無線リンク障害回復を管理するための装置について説明する。本装
置は、少なくとも１つのメモリと、少なくとも１つのメモリと通信しているＲＬＦデータ
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フロー構成要素とを含み得る。ＲＬＦデータフロー構成要素は、ユーザ機器から、第１の
通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信するように構成され得る。ＲＬＦデー
タフロー構成要素は、第２の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第２の通信接続が
確立されるという指示を受信するように構成され得る。第２の通信接続は少なくとも１つ
のデータフローに関連し得る。ＲＬＦデータフロー構成要素は、無線リンク障害回復の後
に第２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが
再開され得るかどうかを決定するように構成され得る。ＲＬＦデータフロー構成要素は、
第２の無線アクセス技術を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローの送
信を再開すべきかどうかをユーザ機器に示すように構成され得る。
【００２３】
　[0023]上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十
分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面
に、１つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これら
の特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のうちのほんのいくつかを示すも
のであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする
。
【００２４】
　[0024]本開示のより完全な理解を可能にするために、次に添付の図面を参照し、そこに
おいて、同様の数字を用いて同様の要素が参照される。これらの図面は、本開示を限定す
るものとして解釈すべきではなく、例示的なものにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】[0025]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ように構成された態様を有する電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図２】[0026]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ように構成された態様を有するワイヤレス通信システムにおけるベアラアーキテクチャの
一例を概念的に示すブロック図。
【図３】[0027]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ように構成された態様を有する例示的なｅノードＢおよび例示的なユーザ機器を概念的に
示すブロック図。
【図４】[0028]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ように構成された態様を有するユーザ機器におけるＬＴＥおよびＷＬＡＮ無線アクセス技
術のアグリゲーションを概念的に示すブロック図。
【図５Ａ】[0029]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理す
るように構成された態様を有するパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）とユーザ機器と
の間のデータ経路の例を概念的に示すブロック図。
【図５Ｂ】本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理するよう
に構成された態様を有するパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）とユーザ機器との間の
データ経路の例を概念的に示すブロック図。
【図６】[0030]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ように構成されたネットワークエンティティの特定の態様を概念的に示すブロック図。
【図７】[0031]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ための第１の態様による、ユーザ機器とｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントとの間の
通信を示すコールフロー図。
【図８】[0032]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ための第２の態様による、ユーザ機器とｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントとの間の
通信を示すコールフロー図。
【図９】[0033]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理する
ための第３の態様による、ユーザ機器とｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントとの間の
通信を示すコールフロー図。
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【図１０】[0034]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理す
るための第４の態様による、ユーザ機器とｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントとの間
の通信を示すコールフロー図。
【図１１】[0035]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理す
るための第５の態様による、ユーザ機器とｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントとの間
の通信を示すコールフロー図。
【図１２】[0036]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理す
るための第６の態様による、ユーザ機器とｅノードＢとＷＬＡＮアクセスポイントとの間
の通信を示すコールフロー図。
【図１３】[0037]本明細書で説明する、ユーザ機器によって無線リンク障害回復を管理す
るための方法を示すブロック図。
【図１４】[0038]本明細書で説明する、第１のｅノードＢによってユーザ機器における無
線リンク障害回復を管理するための方法を示すブロック図。
【図１５】[0039]本明細書で説明する、第２のｅノードＢによってユーザ機器における無
線リンク障害回復を管理するための方法を示すブロック図。
【図１６】[0040]本明細書で説明する、ユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理す
るように構成された態様を有する処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装
形態の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　[0041]添付の図面に関して以下に記載する発明を実施するための形態は、様々な構成を
説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る構成のみを表すものではな
い。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細
を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者
には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく
知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００２７】
　[0042]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使
用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用
される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Univer
sal Terrestrial Radio Access）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴ
ＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標）：Wideband CDMA）およびＣＤＭＡの
他の変形態を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８
５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（
ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）などの無線技術を実
装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）
、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ
８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ
－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一
部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト
（ＬＴＥ－Ａ：LTE-Advanced）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースで
ある。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３
世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されて
いる。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」
（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と称する団体からの文書に記載
されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術
、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のために使用され得る。明快のた
めに、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥに関して説明し、以下の説明の大
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【００２８】
　[0043]本態様による、たとえば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）またはユニ
バーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）など、ワイヤレスワイ
ドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）と、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（たとえ
ば、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク）との両方に接続されたユーザ機器（ＵＥ）における無線リ
ンク障害（ＲＬＦ）回復を管理するための新しい技法を与える装置および方法が提示され
る。より詳細には、ＲＬＦ検出および回復プロセス全体にわたってＷＬＡＮデータフロー
を処理するための様々な態様について説明する。
【００２９】
　[0044]表１に、ＲＬＦ回復中にデータフローを管理するための本明細書で説明する技法
の様々な態様を要約する。ＲＬＦ挙動に関して、すべての態様では、（データ無線ベアラ
（ＤＲＢ）と呼ばれることもある）ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）データフローが中断ま
たは停止される。態様のうちのいくつか（たとえば、第２および第３の態様）は、セルラ
ー（たとえば、ＬＴＥ）データフローとＷＬＡＮデータフローの両方を中断することを含
む。さらに、いくつかの態様（たとえば、第１、第４、および第５の態様）は、セルラー
（たとえば、ＬＴＥ）データフローとともに、ＷＬＡＮデータフローを随意に中断するこ
とを含む。第６の態様は、セルラー（たとえば、ＬＴＥ）データフローのみを中断するこ
とを含む。さらに、表１に、各態様についてのＲＬＦ回復に関連するアクションを要約す
る。
【００３０】
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【表１】

【００３１】
　[0045]データフローは、たとえば、ＵＥとｅノードＢ、あるいはＵＥとＷＬＡＮアクセ
スポイント（ＡＰ）など、２つのネットワークエンティティ間のデータの任意の送信に対
応し得る。データフローは、たとえば、データトラフィック、トラフィック、および／ま
たはデータ経路と呼ばれることもある。ＷＷＡＮデータフローは、たとえば、ベアラ、ト
ラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ）、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続、および
／またはサービス品質（ＱｏＳ）クラスを含むか、またはそれらに関連し得る。ＷＬＡＮ
データフローは、たとえば、送信要求（ＲＴＳ）、送信可（ＣＴＳ）、他のシグナリング
、および／またはユーザデータを含むか、またはそれらに関連し得る。
【００３２】
　[0046]本明細書で説明する様々な態様について、ＵＥがそれに通信しているＷＷＡＮの
一例としてＬＴＥに関して説明することがある。しかしながら、本態様のうちの少なくと
もいくつかは、ＵＭＴＳ、および／または他の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む、他の
ＷＷＡＮに適用され得ることを理解されよう。
【００３３】
　[0047]図１は、本態様による、ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）無線リンク障害（ＲＬＦ
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）を管理するように構成された、それの中に含まれる態様を有する電気通信システム１０
０の一例を概念的に示すブロック図である。たとえば、電気通信システム１００は、ＬＴ
ＥネットワークまたはＵＭＴＳネットワークであり得る。電気通信システム１００は、い
くつかの発展型ノードＢ（ｅノードＢ）１１０と、ユーザ機器（ＵＥ）１２０と、他のネ
ットワークエンティティとを含み得る。ｅノードＢ１１０は、ＷＷＡＮへのアクセスを与
えるためにＵＥ１２０と通信する局であり得、基地局、アクセスポイントなどと呼ばれる
こともある。ノードＢは、ＵＥ１２０と通信する局の別の例である。図示されていないが
、１つまたは複数のＷＬＡＮ（またはＷｉ－Ｆｉ）ＡＰも、ワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）または何らかの他のタイプのローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）へのアクセスを与えるためにＵＥ１２０と通信していることがある。
【００３４】
　[0048]各ｅノードＢ１１０は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。３Ｇ
ＰＰでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、ｅノー
ドＢ１１０のカバレージエリアおよび／またはこのカバレージエリアをサービスしている
ｅノードＢサブシステムを指すことがある。
【００３５】
　[0049]ｅノード１１０は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他の
タイプのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア（
たとえば、半径数マイルまたはキロメートル）をカバーし得、マクロセルに関連するワイ
ヤレスサービスへのサブスクリプションを有するＵＥ１２０による無制限アクセスを可能
にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、サービスサブスクリプ
ションを有するＵＥ１２０による無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比
較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーし得、フェムトセルとの関連を有す
るＵＥ１２０による制限付きアクセスを可能にし得る（たとえば、ＵＥ１２０は、たとえ
ば、自宅またはオフィスなど、ＵＥ１２０のうちの１つのユーザの１次ロケーション中の
ＵＥ１２０のうちの１つによる使用のためにセットアップされる限定加入者グループ（Ｃ
ＳＧ：Closed Subscriber Group）にサブスクライブされ得る）。マクロセルのためのｅ
ノードＢ１１０はマクロｅノードＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅノードＢ
１１０はピコｅノードＢと呼ばれることがある。フェムトセルのためのｅノードＢ１１０
はフェムトｅノードＢまたはホームｅノードＢと呼ばれることがある。
【００３６】
　[0050]図１に示された例では、ｅノードＢ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０ｃは、そ
れぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃのためのマクロｅノードＢであり得
る。ｅノードＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのためのピコｅノードＢであり得る。ｅノ
ードＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのため
のフェムトｅノードＢであり得る。ｅノードＢ１１０は、１つまたは複数（たとえば、３
つ）のセルに通信カバレージを与え得る。
【００３７】
　[0051]電気通信システム１００は、リレーｅノードＢ、リレーなどと呼ばれることもあ
る、１つまたは複数の中継局１１０ｒおよび１２０ｒを含み得る。中継局１１０ｒは、上
流局（たとえば、ｅノードＢ１１０またはＵＥ１２０）からデータおよび／または他の情
報の送信を受信し、データおよび／または他の情報の受信された送信を下流局（たとえば
、ＵＥ１２０またはｅノードＢ１１０）に送る局であり得る。中継局１２０ｒは、他のＵ
Ｅ（図示せず）に対する送信を中継するＵＥであり得る。図１に示された例では、中継局
１１０ｒは、ｅノードＢ１１０ａとＵＥ１２０ｒとの間の通信を可能にするために、ｅノ
ードＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得る。
【００３８】
　[0052]電気通信システム１００は、異なるタイプのｅノードＢ１１０、たとえば、マク
ロｅノードＢ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０ｃ、ピコｅノードＢ１１０ｘ、フェムト
ｅノードＢ１１０ｙおよび１１０ｚ、中継局１１０ｒなどを含む異種ネットワークであり
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得る。これらの異なるタイプのｅノードＢ１１０は、電気通信システム１００において異
なる送信電力レベル、異なるカバレージエリア、および干渉に対する異なる影響を有し得
る。たとえば、マクロｅノードＢ１１０ａ、１１０ｂ、および／または１１０ｃは、高い
送信電力レベル（たとえば、２０ワット）を有し得るが、ピコｅノードＢ１１０ｘ、フェ
ムトｅノードＢ１１０ｙおよび１１０ｚならびに／あるいは中継局１１０ｒは、より低い
送信電力レベル（たとえば、１ワット）を有し得る。
【００３９】
　[0053]電気通信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動
作の場合、ｅノードＢ１１０は同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅノードＢ１
１０からの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、ｅノードＢ１１０
は異なるフレームタイミングを有し得、異なるｅノードＢ１１０からの送信は時間的に整
合されないことがある。本明細書で説明する技法は、同期動作と非同期動作の両方のため
に使用され得る。
【００４０】
　[0054]ネットワークコントローラ１３０は、ｅノードＢ１１０のセットに結合され、ｅ
ノードＢ１１０の協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ１３０は、バッ
クホール（図示せず）を介してｅノードＢ１１０と通信し得る。ｅノードＢ１１０はまた
、たとえば、ワイヤレスまたはワイヤラインバックホール（たとえば、Ｘ２インターフェ
ース）（図示せず）を介して直接または間接的に、互いに通信し得る。電気通信システム
１００がｅノードＢと１つまたは複数のＷＬＡＮ　ＡＰとを含む一態様では、これらの２
つのタイプのアクセスノードはバックホールを介して互いに接続されることも接続されな
いこともある。しかしながら、ｅノードＢとＷＬＡＮ　ＡＰとがバックホールを介して接
続されていない場合、ｅノードＢおよびＷＬＡＮ　ＡＰは、たとえば、ＵＥ１２０のうち
の１つなどの媒介を通して互いに通信し得る。
【００４１】
　[0055]ＵＥ１２０は、電気通信システム１００全体にわたって分散され得、各ＵＥ１２
０は固定または移動であり得る。ＵＥ１２０は、端末、移動局、加入者ユニット、局など
と呼ばれることもある。一例では、ＵＥ１２０の各々は、セルラーフォン、スマートフォ
ン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘル
ドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ
（ＷＬＬ）局、タブレット、ネットブック、スマートブックなどであり得る。ＵＥ１２０
は、マクロｅノードＢ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０ｃ、ピコｅノードＢ１１０ｘ、
フェムトｅノードＢ１１０ｙおよび１１０ｚ、中継局１１０ｒ、ならびに／あるいは他の
ネットワークエンティティと通信することが可能であり得る。たとえば、図１において、
両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上での、特定のＵＥ１２
０と、特定のＵＥ１２０をサービスするように指定されたｅノードＢ１１０であるそれの
サービングｅノードＢ１１０との間の所望の送信を示し得る。両矢印付きの破線は、特定
のＵＥ１２０とｅノードＢ１１０（たとえば、非サービングｅノードＢ）との間の干渉送
信を示し得る。
【００４２】
　[0056]ＬＴＥ電気通信ネットワークは、ダウンリンク上で直交周波数分割多重（ＯＦＤ
Ｍ）を利用し、アップリンク上でシングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）を利
用し得る。ＯＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなど
とも呼ばれる複数（Ｋ）個の直交サブキャリアに区分し得る。各サブキャリアはデータで
変調され得る。概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは
時間領域で送られ得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの
総数（Ｋ）はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、サブキャリアの間隔は１５ｋＨｚ
であり得、（「リソースブロック」と呼ばれる）最小リソース割振りは１２個のサブキャ
リア（または１８０ｋＨｚ）であり得る。したがって、公称高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
サイズは、１．２５、２．５、５、１０または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域
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幅に対してそれぞれ１２８、２５６、５１２、１０２４または２０４８に等しくなり得る
。システム帯域幅はサブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚ
（すなわち、６つのリソースブロック）をカバーし得、１．２５、２．５、５、１０また
は２０ＭＨｚのシステム帯域幅に対してそれぞれ１、２、４、８または１６個のサブバン
ドがあり得る。
【００４３】
　[0057]図２は、本態様による、ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）ＲＬＦを管理するように
構成された態様を有するワイヤレス通信システム２００におけるベアラ（たとえば、デー
タフロー）アーキテクチャの一例を概念的に示すブロック図である。ベアラアーキテクチ
ャは、図１のＵＥ１２０のうちの１つであり得るＵＥ２１５と、ネットワークを介してア
ドレス可能なピアエンティティ２３０との間のエンドツーエンドサービス２３５を与える
ために使用され得る。ピアエンティティ２３０は、サーバ、別のＵＥ、または別のタイプ
のネットワークアドレス可能デバイスであり得る。エンドツーエンドサービス２３５は、
エンドツーエンドサービス２３５に関連する特性（たとえば、サービス品質（ＱｏＳ））
のセットに従って、ＵＥ２１５とピアエンティティ２３０との間でデータを転送し得る。
エンドツーエンドサービス２３５は、少なくとも、ＵＥ２１５、ｅノードＢ２０５（たと
えば、図１のｅノードＢ１１０のうちの１つ）、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ：serv
ing gateway）２２０、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（ＰＧＷ：P
DN gateway）２２５、およびピアエンティティ２３０によって実装され得る。ＵＥ２１５
およびｅノードＢ２０５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのエアインターフェースである
発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：evolved UMTS terre
strial radio access network）２０８の構成要素であり得る。サービングゲートウェイ
２２０およびＰＤＮゲートウェイ２２５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのコアネットワ
ークアーキテクチャである発展型パケットコア（ＥＰＣ：evolved Packet Core）２０９
の構成要素であり得る。ピアエンティティ２３０は、ＰＤＮゲートウェイ２２５に通信可
能に結合されたＰＤＮ２１０上のアドレス可能ノードであり得る。
【００４４】
　[0058]エンドツーエンドサービス２３５は、ＵＥ２１５とＰＤＮゲートウェイ２２５と
の間の発展型パケットシステム（ＥＰＳ：evolved packet system）ベアラ２４０によっ
て、およびＳＧｉインターフェースを介したＰＤＮゲートウェイ２２５とピアエンティテ
ィ２３０との間の外部ベアラ２４５によって実装され得る。ＳＧｉインターフェースは、
ＵＥ２１５のインターネットプロトコル（ＩＰ）または他のネットワークレイヤアドレス
をＰＤＮ２１０に公開し得る。
【００４５】
　[0059]ＥＰＳベアラ２４０は、特定のＱｏＳに対して定義されたエンドツーエンドトン
ネルであり得る。各ＥＰＳベアラ２４０は、複数のパラメータ、たとえば、ＱｏＳクラス
識別子（ＱＣＩ：QoS class identifier）、割振りおよび保持優先度（ＡＲＰ：allocati
on and retention priority）、保証ビットレート（ＧＢＲ：guaranteed bit rate）、お
よびアグリゲート最大ビットレート（ＡＭＢＲ：aggregate maximum bit rate）に関連し
得る。ＱＣＩは、レイテンシ、パケットロス、ＧＢＲ、および優先度に関して、あらかじ
め定義されたパケット転送処理に関連するＱｏＳクラスを示す整数であり得る。いくつか
の例では、ＱＣＩは１から９までの整数であり得る。さらに、ＡＲＰは、同じリソースの
ための２つの異なるベアラ間の競合の場合、プリエンプション優先度を与えるためにｅノ
ードＢ２０５のスケジューラによって使用され得る。ＧＢＲは、別個のダウンリンク保証
ビットレートとアップリンク保証ビットレートとを指定し得る。いくつかのＱｏＳクラス
は、それらのクラスのベアラに対して保証ビットレートが定義されないような非ＧＢＲで
あり得る。
【００４６】
　[0060]ＥＰＳベアラ２４０は、ＵＥ２１５とサービングゲートウェイ２２０との間のＥ
－ＵＴＲＡＮ無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ：E-UTRAN radio access bearer）２５０
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、およびＳ５またはＳ８インターフェースを介したサービングゲートウェイ２２０とＰＤ
Ｎゲートウェイとの間のＳ５／Ｓ８ベアラ２５５によって実装され得る。Ｓ５は、非ロー
ミングシナリオにおけるサービングゲートウェイ２２０とＰＤＮゲートウェイ２２５との
間のシグナリングインターフェースを指し、Ｓ８は、ローミングシナリオにおけるサービ
ングゲートウェイ２２０とＰＤＮゲートウェイ２２５との間の類似するシグナリングイン
ターフェースを指す。Ｅ－ＲＡＢ２５０は、ＬＴＥ－Ｕｕエアインターフェースを介した
ＵＥ２１５とｅノードＢ２０５との間の無線ベアラ２６０によって、およびＳ１インター
フェースを介してｅノードＢとサービングゲートウェイ２２０との間のＳ１ベアラ２６５
によって実装され得る。
【００４７】
　[0061]図２は、ＵＥ２１５とピアエンティティ２３０との間のエンドツーエンドサービ
ス２３５の一例のコンテキストにおけるベアラ階層を示しているが、いくつかのベアラは
、エンドツーエンドサービス２３５に関係しないデータを搬送するために使用され得るこ
とを理解されよう。たとえば、無線ベアラ２６０または他のタイプのベアラは、２つ以上
のエンティティ間でエンドツーエンドサービス２３５のデータに関係しない制御データを
送信するために確立され得る。
【００４８】
　[0062]上記で説明したように、いくつかの構成では、図２のワイヤレス通信システム２
００など、システムは、セルラー（たとえば、ＬＴＥ）およびＷＬＡＮ（たとえば、Ｗｉ
－Ｆｉ）の相互作用を含み得る。したがって、１つまたは複数のＥＰＳベアラ２４０に関
係するデータ（たとえば、セルラーまたはＬＴＥデータ）が、ｅノードＢ２０５からＷＬ
ＡＮ　ＡＰ（図示せず）にオフロードされ得、それによって、代替経路を介してベアラト
ラフィックをＥＰＣ２１２からＰＤＮ２１０にそらす。ＷＬＡＮ　ＡＰを介したＥＰＣ２
１２からＰＤＮ２１０へのＬＴＥデータのオフローディングおよび／またはフォールバッ
クに関係する追加の態様について、図５Ａおよび図５Ｂに関して説明する。
【００４９】
　[0063]ベアラがデータフローと呼ばれることもあることを理解されよう。「ベアラ」と
いう用語は、通常、ＬＴＥ（または他のＷＷＡＮ）データフロー（たとえば、データ無線
ベアラまたはＤＲＢ）について説明するために使用され、たとえば、ＷＬＡＮ（またはＷ
ｉ－Ｆｉ）など、他の無線アクセス技術（ＲＡＴ）のためのデータフローは「ベアラ」と
呼ばれる可能性が低く、むしろ、「データフロー」というより総称的な用語が使用される
。
【００５０】
　[0064]図３は、本態様による、ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）ＲＬＦを管理するように
構成された態様を有する、例示的なｅノードＢ３１０（たとえば、図１のｅノードＢ１１
０および／または図２のｅノードＢ２０５のうちの１つ）と、例示的なＵＥ３２０（たと
えば、図１のＵＥ１２０および／または図２のＵＥ２１５のうちの１つ）とを概念的に示
すブロック図である。
【００５１】
　[0065]ｅノードＢ３１０はアンテナ３３４1～tを装備し得、ＵＥ３２０はアンテナ３５
２1～rを装備し得、ここにおいて、ｔおよびｒは１以上の整数である。ｅノードＢ３１０
において、基地局送信プロセッサ３２２は、基地局データソース３１２からデータを受信
し、基地局コントローラ３４０から制御情報を受信し得る。一態様では、基地局コントロ
ーラ３４０は、プロセッサを備え得、したがって、基地局プロセッサ３４０または基地局
コントローラ／プロセッサ３４０と呼ばれることもある。制御情報は、ＰＢＣＨ、ＰＣＦ
ＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどの上で搬送され得る。データは、ＰＤＳＣＨなどの
上で搬送され得る。基地局送信プロセッサ３２２は、それぞれデータシンボルと制御シン
ボルとを取得するためにデータおよび制御情報を処理（たとえば、符号化およびシンボル
マッピング）し得る。基地局送信プロセッサ３２２はまた、たとえば、ＰＳＳ、ＳＳＳ、
およびセル固有基準信号（ＲＳ：reference signal）のための基準シンボルを生成し得る
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。基地局送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ３３０は、適用可能な場合、
データシンボル、制御シンボル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえ
ば、プリコーディング）を実行し得、出力シンボルストリームを基地局変調器／復調器（
ＭＯＤ／ＤＥＭＯＤ）３３２1～tに与え得る。各基地局変調器／復調器３３２は、出力サ
ンプルストリームを取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）それぞれの出
力シンボルストリームを処理し得る。各基地局変調器／復調器３３２はさらに、ダウンリ
ンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理（たとえば、アナログへの変
換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）し得る。変調器／復調器３３２1～t

からのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ３３４1～tを介して送信され得る。
【００５２】
　[0066]ＵＥ３２０において、ＵＥアンテナ３５２1～rは、ｅノードＢ３１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれＵＥ変調器／復調器（ＭＯＤ／ＤＥＭＯＤ）
３５４1～rに与え得る。各ＵＥ変調器／復調器３５４は、入力サンプルを取得するために
、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およ
びデジタル化）し得る。各ＵＥ変調器／復調器３５４はさらに、受信シンボルを取得する
ために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルを処理し得る。ＵＥ　ＭＩＭ
Ｏ検出器３５６は、すべてのＵＥ変調器／復調器３５４1～rから受信シンボルを取得し、
適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出シンボルを与え得る
。ＵＥ受信プロセッサ３５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復調、デインターリー
ブ、および復号）し、ＵＥ３２０の復号されたデータをＵＥデータシンク３６０に与え、
復号された制御情報をＵＥコントローラ３８０に与え得る。一態様では、ＵＥコントロー
ラ３８０は、プロセッサを備え得、したがって、ＵＥプロセッサ３８０またはＵＥコント
ローラ／プロセッサ３８０と呼ばれることもある。
【００５３】
　[0067]アップリンク上では、ＵＥ３２０において、ＵＥ送信プロセッサ３６４は、ＵＥ
データソース３６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データを受信し、処理し得、
ＵＥコントローラ３８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理
し得る。ＵＥ送信プロセッサ３６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る
。ＵＥ送信プロセッサ３６４からのシンボルは、適用可能な場合はＵＥ　ＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ３６６によってプリコーディングされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなど
のために）ＵＥ変調器／復調器３５４1～rによって処理され、ｅノードＢ３１０に送信さ
れ得る。ｅノードＢ３１０において、ＵＥ３２０からのアップリンク信号は、基地局アン
テナ３３４によって受信され、基地局変調器／復調器３３２によって処理され、適用可能
な場合は基地局ＭＩＭＯ検出器３３６によって検出され、さらに基地局受信プロセッサ３
３８によって処理されて、ＵＥ３２０によって送られた復号されたデータと制御情報とが
取得され得る。基地局受信プロセッサ３３８は、復号されたデータを基地局データシンク
３４６に与え、復号された制御情報を基地局コントローラ３４０に与え得る。
【００５４】
　[0068]基地局コントローラ３４０およびＵＥコントローラ３８０は、それぞれｅノード
Ｂ３１０およびＵＥ３２０における動作を指示し得る。ｅノードＢ３１０における基地局
コントローラ３４０および／または他のプロセッサおよびモジュールは、たとえば、本明
細書で説明する技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る
。ＵＥ３２０におけるＵＥコントローラ３８０および／または他のプロセッサおよびモジ
ュールはまた、図６に示された機能ブロック、および／またはセルラーネットワークとＷ
ＬＡＮ（またはＷｉ－Ｆｉ）ネットワークの両方と通信しているＵＥのためのＲＬＦ回復
を管理するための本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行するか、またはそ
の実行を指示するように構成され得る。基地局メモリ３４２およびＵＥメモリ３８２は、
それぞれｅノードＢ３１０およびＵＥ３２０のためのデータおよびプログラムコードを記
憶し得る。スケジューラ３４４は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデ
ータ送信のためにＵＥ３２０をスケジュールし得る。
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【００５５】
　[0069]一構成では、ＵＥ３２０は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）および第２のＲ
ＡＴを用いて通信を確立するための手段と、第１のＲＡＴを介して少なくとも１つのデー
タフローを、および第２のＲＡＴを介して少なくとも１つのデータフローを送信するため
の手段と、ユーザ機器と第１のＲＡＴとの間の無線リンク障害を検出するための手段と、
無線リンク障害が検出されたとき、第２のＲＡＴを介した少なくとも１つのデータフロー
を維持すべきかどうかを決定するための手段とを含み得る。一態様では、上述の手段は、
上述の手段によって具陳される機能を実行するように構成された、ＵＥコントローラ３８
０、ＵＥメモリ３８２、ＵＥ受信プロセッサ３５８、ＵＥ　ＭＩＭＯ検出器３５６、ＵＥ
変調器／復調器３５４、およびＵＥアンテナ３５２であり得る。別の態様では、上述の手
段は、上述の手段によって具陳される機能を実行するように構成されたモジュール、構成
要素、または任意の装置であり得る。
【００５６】
　[0070]一構成では、ｅノードＢ３１０は、第１のＲＡＴを介してユーザ機器との第１の
通信接続を確立するための手段と、第２のＲＡＴを介してユーザ機器との第２の通信接続
が確立されるという指示を受信するための手段と、ここにおいて、第２の通信接続が少な
くとも１つのデータフローを送信する、ユーザ機器（たとえば、ＵＥ３２０）から第１の
通信接続の無線リンク障害回復指示を受信するための手段と、ここにおいて、ユーザ機器
とローカルエリアネットワークとの間およびユーザ機器とＷＷＡＮとの間の通信接続が確
立されている、無線リンク障害中に第２のＲＡＴを介して第２の通信接続上で少なくとも
１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定するための手段と、第２のＲＡＴを介
して第２の通信接続上で、データフローごとに、少なくとも１つのデータフローの送信を
維持すべきかどうかをユーザ機器に示すための手段とを含み得る。別の構成では、ｅノー
ドＢ３１０は、たとえば、ＵＥ３２０から、第１の通信接続についての無線リンク障害回
復指示を受信するための手段と、第２のＲＡＴを介してユーザ機器との第２の通信接続が
確立されるという指示を受信するための手段と、ここにおいて、第２の通信接続が少なく
とも１つのデータフローに関連する、無線リンク障害回復の後に第２のＲＡＴを介して第
２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定するため
の手段と、第２のＲＡＴを介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローの送
信を再開すべきかどうかをユーザ機器に示すための手段とを含み得る。一態様では、上述
の手段は、上述の手段によって具陳される機能を実行するように構成された、基地局コン
トローラ３４０、基地局メモリ３４２、基地局送信プロセッサ３２２、基地局変調器／復
調器３３２、および基地局アンテナ３３４であり得る。別の態様では、上述の手段は、上
述の手段によって具陳される機能を実行するように構成されたモジュール、構成要素、ま
たは任意の装置であり得る。
【００５７】
　[0071]図４は、本態様による、ＵＥ４１５、ｅノードＢ４０５－ａ、および／またはＷ
ＬＡＮ　ＡＰ　４０５－ｂが、ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）ＲＬＦ回復を管理するよう
に構成された態様を有する、ＵＥ４１５におけるＬＴＥ無線アクセス技術（ＲＡＴ）とＷ
ＬＡＮ　ＲＡＴとのキャリアアグリゲーションを概念的に示すブロック図である。アグリ
ゲーションは、１つまたは複数のコンポーネントキャリア１～Ｎ（ＣＣ1～ＣＣN）を使用
してｅノードＢ４０５－ａと通信し、ＷＬＡＮキャリア４４０を使用してＷＬＡＮ（また
はＷｉ－Ｆｉ）ＡＰ４０５－ｂと通信することができる、マルチモードＵＥ４１５を含む
システム４００中で行われ得る。ＵＥ４１５は、図１のＵＥ１２０、図２のＵＥ２１５、
および図３のＵＥ３２０のうちの１つまたは複数の一例であり得る。ｅノードＢ４０５－
ａは、図１のｅノードＢ１１０、図２のｅノードＢ２０５、および図３のｅノードＢ３１
０のうちの１つまたは複数の一例であり得る。図４には、１つのＵＥ４１５、１つのｅノ
ードＢ４０５－ａ、および１つのＷＬＡＮ　ＡＰ４０５－ｂのみが示されているが、シス
テム４００は、任意の数のＵＥ４１５、ｅノードＢ４０５－ａ、および／またはＷＬＡＮ
　ＡＰ４０５－ｂを含むことができることを諒解されたい。
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【００５８】
　[0072]ｅノードＢ４０５－ａは、ＬＴＥコンポーネントキャリアＣＣ1～ＣＣN４３０上
の順方向（ダウンリンク）チャネル４３２－１～４３２－Ｎを介してＵＥ４１５に情報を
送信することができる。さらに、ＵＥ４１５は、ＬＴＥコンポーネントキャリアＣＣ1～
ＣＣN上の逆方向（アップリンク）チャネル４３４－１～４３４－Ｎを介してｅノードＢ
４０５－ａに情報を送信することができる。同様に、ＷＬＡＮ　ＡＰ４０５－ｂは、ＷＬ
ＡＮキャリア４４０上の順方向（ダウンリンク）チャネル４５２を介してＵＥ４１５に情
報を送信し得る。さらに、ＵＥ４１５は、ＷＬＡＮキャリア４４０の逆方向（アップリン
ク）チャネル４５４を介してＷＬＡＮ　ＡＰ４０５－ｂに情報を送信し得る。
【００５９】
　[0073]図４の様々なエンティティについて説明する際、説明の目的で、３ＧＰＰ　ＬＴ
ＥまたはＬＴＥ－Ａワイヤレスネットワークに関連する名称が使用される。ただし、シス
テム４００は、限定はしないが、ＵＭＴＳネットワーク、ＯＦＤＭＡワイヤレスネットワ
ーク、ＣＤＭＡネットワーク、３ＧＰＰ２　ＣＤＭＡ２０００ネットワークなどの他のネ
ットワークにおいて動作することができることを諒解されたい。
【００６０】
　[0074]マルチキャリア動作中、異なるＵＥ４１５に関連するダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ：downlink control information）メッセージは、複数のコンポーネントキャリア上
で搬送され得る。たとえば、ＰＤＣＣＨ上のＤＣＩは、ＰＤＳＣＨ送信のためにＵＥ４１
５によって使用されるように構成された同じコンポーネントキャリア上に含まれ得る（た
とえば、同一キャリアシグナリング）。代替または追加として、ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨ送
信のために使用されるターゲットコンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャ
リア上で搬送され得る（たとえば、クロスキャリアシグナリング）。いくつかの実施形態
では、半静的に有効化され得るキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ：carrier indi
cator field）は、ＰＤＳＣＨ送信のためにターゲットキャリア以外のキャリアからのＰ
ＤＣＣＨ制御シグナリングの送信を可能にするために、一部または全部のＤＣＩフォーマ
ット中に含まれ得る（たとえば、クロスキャリアシグナリング）。
【００６１】
　[0075]本例では、ＵＥ４１５は１つのｅノードＢ４０５－ａからデータを受信し得る。
しかしながら、セルエッジ上のユーザは、データレートを制限し得る高いセル間干渉を経
験することがある。マルチフローが、ＵＥが同時に２つのｅノードＢ４０５－ａからデー
タを受信することを可能にする。マルチフローは、ＵＥ４１５が同時に２つの隣接するセ
ル中の２つのセルタワーの範囲内にあるとき、２つのまったく別個のストリーム中で２つ
のｅノードＢ４０５－ａからのデータを送信および受信することによって動作する。ＵＥ
４１５は、デバイスが２つのｅノードＢ４０５－ａのいずれか一方のリーチのエッジ上に
あるとき、同時に２つのｅノードＢと通信する。２つの異なるｅノードＢからのＵＥ４１
５への２つの独立データストリームを同時にスケジュールすることによって、マルチフロ
ーは、ＨＳＰＡネットワークにおける不均一なローディングを活用する。これは、ネット
ワーク容量を増加させながら、セルエッジユーザエクスペリエンスを改善するのに役立つ
。一例では、セルエッジにおけるユーザのためのスループットデータ速度が２倍になり得
る。「マルチフロー」は、デュアルキャリアＨＳＰＡと同様であるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの
特徴であるが、相違がある。たとえば、デュアルキャリアＨＳＰＡは、デバイスに同時に
接続するための複数のタワーへの接続性を可能にしない。
【００６２】
　[0076]ＬＴＥ－Ａ規格化の前に、ＬＴＥコンポーネントキャリア４３０は後方互換性が
あり、それが新しいリリースへの円滑な移行を可能にした。しかしながら、この特徴によ
り、ＬＴＥコンポーネントキャリア４３０は、帯域幅にわたってあらゆるサブフレーム中
で共通基準信号（ＣＲＳ、セル固有基準信号とも呼ばれる）を連続的に送信した。限られ
た制御シグナリングのみが送信されているときでもセルがオンのままであり、それにより
、電力増幅器がエネルギーを消費し続けるので、大部分のセルサイトエネルギー消費はそ
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の増幅器によって生じる。ＣＲＳは、ＬＴＥ規格のリリース８に導入されており、ＬＴＥ
において最も基本的なダウンリンク基準信号である。ＣＲＳは、周波数領域中のあらゆる
リソースブロック中で、およびあらゆるダウンリンクサブフレーム中で送信される。セル
中のＣＲＳが、１つ、２、または４つの対応するアンテナポートのためのものであること
がある。コヒーレント復調のためのチャネルを推定するためにリモート端末によってＣＲ
Ｓが使用され得る。ニューキャリアタイプ（ＮＣＴ：New Carrier Type）は、５つのサブ
フレームのうち４つにおいてＣＲＳの送信を削除することによって、セルのスイッチング
オフを一時的に可能にする。この特徴は、ＣＲＳが、もはや帯域幅にわたってあらゆるサ
ブフレーム中で連続的に送信されるとは限らないので、電力増幅器よって消費される電力
、ならびにオーバーヘッドとＣＲＳからの干渉とを低減する。さらに、ニューキャリアタ
イプは、ＵＥ固有復調基準シンボルを使用してダウンリンク制御チャネルを動作させるこ
とを可能にする。ニューキャリアタイプは、別のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａキャリアとともに拡
張キャリアの一種として、または代替的にスタンドアロン非後方互換性キャリアとして動
作させられ得る。
【００６３】
　[0077]図５Ａおよび図５Ｂは、本態様による、ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）ＲＬＦ回
復を管理するように構成された態様を有するワイヤレス通信システム５００－ａおよび５
００－ｂにおける、ＵＥ５１５とＰＤＮ（たとえば、インターネット）との間のデータ経
路５４５および５５０の例を概念的に示すブロック図である。データ経路５４５および５
５０は、ＷＬＡＮ無線アクセス技術（ＲＡＴ）とセルラー（たとえば、ＬＴＥ）ＲＡＴと
をアグリゲートする、図５Ａのワイヤレス通信システム５００－ａおよび図５Ｂのワイヤ
レス通信システム５００－ｂのコンテキスト内で示されている。各例では、ワイヤレス通
信システム５００－ａおよび５００－ｂは、マルチモードＵＥ５１５と、ｅノードＢ５０
５－ａと、ＷＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂとを含み得る。ＵＥ５１５は、図１のＵＥ１２０、
図２のＵＥ２１５、図３のＵＥ３２０、および図４のＵＥ４１５のうちの１つまたは複数
の一例であり得る。ｅノードＢ５０５－ａは、図１のｅノードＢ１１０、図２のｅノード
Ｂ２０５、図３のｅノードＢ３１０、および図４のｅノードＢ４０５－ａのうちの１つま
たは複数の一例であり得、ＷＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂは、図４のＷＬＡＮ　ＡＰ４０５－
ｂの一例であり得る。
【００６４】
　[0078]ワイヤレス通信システム５００－ａおよび５００－ｂは、発展型パケットコア（
ＥＰＣ）５１２、ＰＤＮ５１０、およびピアエンティティ５３０をも含み得、それらの各
々が、それぞれ図２のＥＰＣ２１２、ＰＤＮ２１０、およびピアエンティティ２３０と同
様であり得る。各例のＥＰＣ５１２は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）５０５と
、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）５２０と、ＰＤＮゲートウェイ（ＰＧＷ）５２５と
を含み得、ＳＧＷ５２０およびＰＧＷ５２５は、図２のＳＧＷ２２０およびＰＧＷ２２５
と同様であり得る。ホーム加入者システム（ＨＳＳ：home subscriber system）５３５は
、ＭＭＥ５３０に通信可能に結合され得る。各例のＵＥ５１５は、ＬＴＥ無線機５２０と
ＷＬＡＮ無線機５２５とを含み得る。特に図５Ａを参照すると、ｅノードＢ５０５－ａお
よびＷＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂは、１つまたは複数のＬＴＥコンポーネントキャリアある
いは１つまたは複数のＷＬＡＮコンポーネントキャリアのアグリゲーションを使用して、
ＵＥ５１５にＰＤＮ５１０へのアクセスを与えることが可能であり得る。ＰＤＮ５１０へ
のこのアクセスを使用して、ＵＥ５１５はピアエンティティ５３０と通信し得る。ｅノー
ドＢ５０５－ａは、（たとえば、データ経路５４５を通して）発展型パケットコア５１２
を通してＰＤＮ５１０へのアクセスを与え得、ＷＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂは、（たとえば
、データ経路５５０を通して）ＰＤＮ５１０への直接アクセスを与え得る。一態様では、
ＬＴＥおよびＷＬＡＮデータフローは、データ経路５４５および５５０を介して流れ得る
。
【００６５】
　[0079]ＭＭＥ５３０は、ＵＥ５１５とＥＰＣ５１２との間のシグナリングを処理する制
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御ノードであり得る。概して、ＭＭＥ５３０はベアラおよび接続管理を行い得る。ＭＭＥ
５３０は、したがって、ＵＥ５１５のためにアイドルモードＵＥトラッキングおよびペー
ジングと、ベアラアクティブ化および非アクティブ化と、ＳＧＷ選択とを担当し得る。Ｍ
ＭＥ５３０は、Ｓ１－ＭＭＥインターフェースを介してｅノードＢ５０５－ａと通信し得
る。ＭＭＥ５３０は、ＵＥ５１５をさらに認証し、ＵＥ５１５との非アクセス層（ＮＡＳ
：Non-Access Stratum）シグナリングを実装し得る。
【００６６】
　[0080]ＨＳＳ５３５は、機能の中でも、加入者データを記憶し、ローミング制限を管理
し、加入者のためのアクセス可能アクセスポイント名（ＡＰＮ：access point name）を
管理し、加入者をＭＭＥ５３０に関連付け得る。ＨＳＳ５３５は、３ＧＰＰ団体によって
規格化された発展型パケットシステム（ＥＰＳ）アーキテクチャによって定義されたＳ６
ａインターフェースを介してＭＭＥ５３０と通信し得る。
【００６７】
　[0081]ＬＴＥ上で送信されるすべてのユーザＩＰパケットは、ｅノードＢ５０５－ａを
通してＳＧＷ２２０に転送され得、ＳＧＷ２２０は、Ｓ５シグナリングインターフェース
を介してＰＤＮゲートウェイ５２５に接続され、Ｓ１１シグナリングインターフェースを
介してＭＭＥ５３０に接続され得る。ＳＧＷ２２０は、ユーザプレーンに常駐し、ｅノー
ドＢ間ハンドオーバおよび異なるアクセス技術間のハンドオーバのためのモビリティアン
カーとして働き得る。ＰＤＮゲートウェイ５２５はＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他
の機能を与え得る。
【００６８】
　[0082]ＰＤＮゲートウェイ５２５は、ＳＧｉシグナリングインターフェースを介して、
ＰＤＮ５１０など、１つまたは複数の外部パケットデータネットワークへの接続性を与え
得る。ＰＤＮ５１０は、インターネット、イントラネット、ＩＰマルチメディアサブシス
テム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）、パケット交換（ＰＳ：Packet-Switched）ス
トリーミングサービス（ＰＳＳ：PS Streaming Service）、および／または他のタイプの
ＰＤＮを含み得る。
【００６９】
　[0083]本例では、ＵＥ５１５とＥＰＣ５１２との間のユーザプレーンデータは、トラフ
ィックがＬＴＥリンクの経路５４５を介して流れるのか、ＷＬＡＮリンクの経路５５０を
介して流れるのかにかかわらず、１つまたは複数のＥＰＳベアラ（またはデータフロー）
の同じセットを横断し得る。１つまたは複数のＥＰＳベアラのセットに関係するシグナリ
ングまたは制御プレーンデータは、ｅノードＢ５０５－ａを経由して、ＵＥ５１５のＬＴ
Ｅ無線機５２０とＥＰＣ５１２－ｂのＭＭＥ５３０との間で送信され得る。
【００７０】
　[0084]図５Ｂは、ｅノードＢ５０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂがコロケートされ
るか、またはさもなければ互いと高速通信している、例示的なワイヤレス通信システム５
００－ｂを示している。この例では、ＵＥ５１５とＷＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂとの間のＥ
ＰＳベアラ関係データは、ｅノードＢ５０５－ａにルーティングされ、次いでＥＰＣ５１
２にルーティングされ得る。このようにして、すべてのＥＰＳベアラ関係データは、ｅノ
ードＢ５０５－ａと、ＥＰＣ５１２と、ＰＤＮ５１０と、ピアエンティティ５３０との間
で同じ経路に沿ってフォワーディングされ得る。
【００７１】
　[0085]図６を参照すると、マルチモードＵＥ６１５が、本明細書で説明するユーザ機器
のためのＲＬＦ回復を管理するように構成された態様を有するワイヤレス通信システム６
００内のｅノードＢ６０５－ａおよびＷＬＡＮ（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ）ＡＰ６０５－ｂ
と通信している。ＵＥ６１５は、図１のＵＥ１２０、図２のＵＥ２１５、図３のＵＥ３２
０、図４のＵＥ４１５、ならびに図５Ａおよび図５ＢのＵＥ５１５のうちの１つまたは複
数の一例であり得る。ｅノードＢ６０５－ａは、図１のｅノードＢ１１０、図２のｅノー
ドＢ２０５、図３のｅノードＢ３１０、図４のｅノードＢ４０５－ａ、ならびに図５Ａお
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よび図５ＢのｅノードＢ５０５－ａのうちの１つまたは複数の一例であり得る。ＷＬＡＮ
　ＡＰ６０５－ｂは、図４のＷＬＡＮ　ＡＰ４０５－ｂならびに図５Ａおよび図５ＢのＷ
ＬＡＮ　ＡＰ５０５－ｂのうちの１つまたは複数の一例であり得る。図５Ａおよび図５Ｂ
に関して上記で説明したように、ワイヤレス通信システム６００は、ＵＥ６１５がｅノー
ドＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂの両方と通信し得るように、ＷＷＡＮ（たと
えば、ＬＴＥまたはＵＭＴＳ）ＲＡＴとＷＬＡＮ（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ）ＲＡＴとを含
み得、様々な通信経路を通して、ＷＷＡＮデータフローとＷＬＡＮデータフローとを可能
にする。このシナリオは、ｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂの両方との
同時またはコンカレント接続により、ＵＥ６１５のための「デュアル接続性」と呼ばれる
こともある。
【００７２】
　[0086]ＵＥ６１５、ｅノードＢ６０５－ａ、およびＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂは、異な
る技法（たとえば、上記で表１に示したように、６つの異なる態様）に従ってＵＥ６１５
におけるＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ）ＲＬＦ回復を管理するように構成され得る。より
詳細には、ＬＴＥ　ＲＬＦ検出および回復プロセス全体にわたってＷＬＡＮデータフロー
を処理するための６つの態様について説明する。これらの態様について別々に説明するが
、態様の一部または全部が、直列におよび／または並列に、任意の数の組合せで互いと動
作するように構成され得ることを理解されよう。したがって、これらの態様の組合せは、
ＬＴＥ　ＲＬＦ時のＷＬＡＮデータフロー処理のための異なる代替形態を生じ得る。
【００７３】
　[0087]ＵＥ６１５は、図５Ａおよび図５Ｂに示されているようにＵＥ５１５のＬＴＥ無
線機５２０およびＷＬＡＮ無線機５２５と同じまたは同様であり得る、ＷＷＡＮ無線機６
２０とＷＬＡＮ無線機６２５とを含む。ＷＷＡＮ無線機６２０は、ＷＷＡＮ無線リンク６
６１を介した（たとえば、図５Ａおよび図５Ｂの経路５４５介した）ＵＥ６１５とｅノー
ドＢ６０５－ａとの間の通信を与えるように構成され得、ＷＬＡＮ無線機６２５は、ＷＬ
ＡＮ無線リンク６６２介した（たとえば、図５Ａおよび図５Ｂのデータ経路５５０介した
）ＵＥ６１５とＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂとの間の通信を与えるように構成され得る。Ｗ
ＷＡＮ無線リンク６６１およびＷＬＡＮ無線リンク６６２の各々は、少なくとも１つのデ
ータフロー（たとえば、シグナリングデータフロー、ユーザデータフローなど）を含む。
ＵＥ６１５は、ＵＥ６１５においてＬＴＥ　ＲＬＦを検出し、３ＧＰＰ規格ファミリーに
記載されている、たとえば、ＲＬＦ検出、セル再選択、およびＲＲＣ接続再確立を含む、
ＲＬＦ処理に関係するすべての態様を処理するように構成された、ＲＬＦ構成要素６３０
を含む。たとえば不良ＲＦ状態により、ＷＷＡＮ無線リンク６６１のＲＬＦを検出すると
、ＲＬＦ構成要素６３０は、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０にＲＬＦ指示６５１
を通信するように構成され得る。
【００７４】
　[0088]ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＲＬＦ指示６５１を受信し、それに
基づいて、（今度の）ＲＬＦ回復プロシージャ中にＬＴＥデータフローおよびＷＬＡＮデ
ータフローをどのように処理すべきかを決定するように構成される。場合によっては、様
々な態様では、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、決定モジュール６４１、ネッ
トワーク構成モジュール６４２、および／または再ルーティングモジュール６４３を含み
得、それらの各々について、各エンティティがＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０中
に含まれる態様に従って、詳細に説明する。本明細書で説明する態様のすべてにおいて、
ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＲＬＦの検出時におよび／またはＲＬＦ指示
６５１に応答してＬＴＥデータフローを中断するように構成された、ＷＷＡＮデータフロ
ー中断モジュール６４４を含む。ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４は、ＬＴＥ
データフローが中断および／または再開されるべきであるかどうかと、いつ中断および／
または再開されるべきであるかとを示すための中断／再開指示６５５を生成し、ＷＷＡＮ
無線機６２０に送信するように構成され得る。本明細書で説明する態様のいくつかでは、
ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＲＬＦの検出時にＷＬＡＮデータフローを中
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断するように構成されたＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５を含む。ＷＬＡＮ無
線データフロー中断モジュール６４５は、ＷＬＡＮデータフローが中断、維持、および／
または再開されるべきであるかどうかと、いつ中断、維持、および／または再開されるべ
きであるかとを示すための中断／維持／再開指示６５７を生成し、ＷＬＡＮ無線機６２５
に送信するように構成され得る。
【００７５】
　[0089]さらに、ＵＥ６１５は、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０から報告命令６
５３を受信し、応答して、（１つまたは複数の）測定報告６５２を生成し、ｅノードＢ６
０５－ａおよび／またはＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂに送信するように構成された測定報告
構成要素６３５を含む。報告命令６５３は、特定の態様に応じて、たとえば、どのパラメ
ータおよび／または無線信号状態を測定すべきか、いつおよびどれくらいの頻度で測定を
実行すべきか、いずれの測定値を報告すべきか、いつおよびどれくらいの頻度で測定値を
報告すべきか、どこに（１つまたは複数の）測定報告を送信すべきかなどに関する指示を
含み得る。報告命令６５３はまた、ＲＬＦ検出時に測定報告からのすべての現在のＷＬＡ
Ｎ測定値エントリを削除または維持するためのＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０か
らの指示を含み得る。（１つまたは複数の）測定報告６５２は、ＵＥ６１５の、それぞれ
ＷＷＡＮ無線機６２０および／またはＷＬＡＮ無線機６２５によって測定されたＬＴＥネ
ットワークおよび／またはＷＬＡＮネットワーク上の無線信号状態に関係する情報を含み
得る。測定報告構成要素６３５は、報告命令６５３を実行するためにＷＷＡＮ無線機６２
０および／またはＷＬＡＮ無線機６２５と連携して動作し得る。次いで、測定報告構成要
素６３５は、ｅノードＢ６０５－ａへの送信のためにＷＷＡＮ無線機６２０に（１つまた
は複数の）測定報告６５２を通信し得る。一態様（図示せず）では、測定報告構成要素６
３５は、ＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂへの送信のためにＷＬＡＮ無線機６２５に（１つまた
は複数の）測定報告６５２を通信し得る。
【００７６】
　[0090]場合によっては、本明細書で説明する態様のうちのいくつかでは、ｅノードＢ６
０５－ａは、構成６５４を生成し、ＵＥ６１５に送信するように構成された、ＲＬＦデー
タフロー構成要素６１０を含む。構成６５４は、ＲＬＦ回復中にＬＴＥデータフローおよ
び／またはＷＬＡＮデータフローをどのように処理すべきかに関してＵＥ６１５に命令す
るために使用され得る任意の情報、命令などであり得る。たとえば、構成６５４は、ＲＬ
Ｆデータフロー決定構成要素６４０がそれに基づいて構成を決定することを可能にし得る
サービス品質（ＱｏＳ）パラメータであり得、および／またはＱｏＳパラメータは、ＲＬ
Ｆ処理中にＬＴＥデータフローおよびＷＬＡＮデータフローをどのように処理すべきかに
関する明示的命令を含み得る。別の例では、構成６５４は、ＲＬＦ中にＷＬＡＮデータフ
ローを中断すべきかどうかを示すフラグであるか、またはそれを含み得る、アクセスネッ
トワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ：access network discovery and selection f
unction）ポリシーであり得る。ＵＥ６１５上のＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０
は、ＲＬＦ処理中にＬＴＥデータフローおよびＷＬＡＮデータフローをどのように処理す
べきかを決定する際に、決定モジュール６４１、ネットワーク構成モジュール６４２、お
よび／または再ルーティングモジュール６４３のうちのいずれを採用すべきか（たとえば
、本明細書で説明する６つの態様のうちのいずれが本シナリオに適用されるべきか）を決
定するために構成６５４を受信し、利用するように構成され得る。
【００７７】
　[0091]場合によっては、本明細書で説明する態様のうちのいくつかでは、ＷＬＡＮ　Ａ
Ｐ６０５－ｂは、ＬＴＥデータフローがＵＥ６１５におけるＲＬＦ回復中に維持される（
たとえば、中断されない）ことを可能にするように構成された、ＷＷＡＮフォワーディン
グ構成要素６１２を含む。より詳細には、ＷＷＡＮフォワーディング構成要素６１２は、
ＲＬＦ処理中に（通信接続６１４を介して）ＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａの両方と
通信し、ＵＥ６１５からＬＴＥデータフローを受信し、それらをｅノードＢ６０５－ａに
フォワーディングし、およびその逆を行うべきかどうかを決定するように構成され得る。
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【００７８】
　[0092]ＲＬＦ回復を管理することの様々な態様ならびにＵＥ６１５、ｅノードＢ６０５
－ａ、およびＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂの対応する構成要素について、各態様を順に示す
コールフロー図である図７～図１２に関してさらに説明する。
【００７９】
　[0093]図７を参照すると、コールフロー７００は、ＵＥのためのＲＬＦ回復を管理する
ための第１の態様による、図６のＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ６
０５－ｂとの間の通信を示す。特に、この第１の態様では、本装置および方法は、ＲＬＦ
を検出するとＬＴＥデータフローを停止し、場合によっては、ＷＬＡＮデータフローを停
止し、ＲＬＦからの回復時にデータフローを再確立する際に使用するためにＲＬＦの前の
データフローマッピングを保持する。コールフロー７００のアクションは、ＲＬＦ構成要
素６３０と、測定報告構成要素６３５と、ＷＷＡＮ無線機６２０と、ＷＬＡＮ無線機６２
５と、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０とを含む、ＵＥ６１５によって実行される
。第１の態様によれば、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＷＷＡＮデータフロ
ー中断モジュール６４４と、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５と、決定モジュ
ール６４１とを含む。
【００８０】
　[0094]７０１において、ＵＥ６１５のＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規格通
りにＲＬＦを検出する。７０２において、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４は
、すべてのＬＴＥデータフローがＷＷＡＮ無線リンク６６１上でＷＷＡＮ無線機６２０を
介してｅノードＢ６０５－ａに送信されることを中断する。図示されていないが、ＷＷＡ
Ｎデータフロー中断モジュール６４４はまた、報告命令６５３を介して、既存の測定報告
中のすべてのＷＬＡＮ測定値エントリを削除することを測定報告構成要素６５２に示す。
７０３において、決定モジュール６４１は、ＷＬＡＮデータフローがＷＬＡＮ無線リンク
６６２上でＷＬＡＮ無線機６２５を介してＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂに送信されることを
中断すべきかどうかを決定する。７０３ａにおけるコールフロー７００の例に示されてい
る、決定モジュール６４１がＷＬＡＮデータフローを中断することを決定した場合、ＷＬ
ＡＮデータフローは中断される。決定モジュール６４１がＷＬＡＮデータフローを中断し
ないことを決定した場合（図示せず）、ＷＬＡＮデータフローはＲＬＦ処理中に維持され
る（または、ＲＬＦ検出後に一時的に中断された場合は、再開される）。
【００８１】
　[0095]７０４において、ＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規格に従って、セル
再選択プロシージャを実行し、７０５において、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージを送る
ことと、７０６において、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信することと、７０７におい
て、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを送ることとによって、ＵＥ６１５とｅノードＢ６
０５－ａまたは別のｅノードＢとの間の接続を再確立する。決定モジュール６４１がＷＬ
ＡＮデータフローを中断することを決定した場合、７０８において、ＷＬＡＮデータフロ
ーはＵＥ６１５とＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂとの間で再開される。７０９において、ＵＥ
６１５およびｅノードＢ６０５－ａは、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＲＲＣ接続再構成プ
ロシージャを実行する。決定モジュール６４１は、ＲＬＦ構成要素６３０がＲＲＣ接続再
構成プロシージャを実行していると決定し、応答して、測定報告構成要素６３５に様々な
ネットワーク状態を測定するように命令するために、測定報告構成要素６３５に報告命令
６５３を与えるように構成され得る。測定報告構成要素６３５は、そのように行い、ＷＬ
ＡＮ測定報告６５２をｅノードＢ６０５－ａに送信し得る。７１０において、ＷＷＡＮデ
ータフロー中断モジュール６４４は、ＷＬＡＮ測定報告６５２に少なくとも部分的に基づ
いてＬＴＥデータフローが再開されるべきであることをＷＷＡＮ無線機６２０に示す。
【００８２】
　[0096]図８を参照すると、コールフロー８００は、ＵＥのためのＲＬＦ回復を管理する
ための第２の態様による、図６のＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ６
０５－ｂとの間の通信を示す。特に、この第２の態様では、本装置および方法は、ＲＬＦ
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を検出するとＬＴＥデータフローとＷＬＡＮデータフローとを停止する。コールフロー８
００のアクションは、ＲＬＦ構成要素６３０と、測定報告構成要素６３５と、ＷＷＡＮ無
線機６２０と、ＷＬＡＮ無線機６２５と、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０とを含
む、ＵＥ６１５によって実行される。第２の態様によれば、ＲＬＦデータフロー決定構成
要素６４０は、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４と、ＷＬＡＮデータフロー中
断モジュール６４５と、ネットワーク構成モジュール６４２とを含む。
【００８３】
　[0097]８０１において、ＵＥ６１５のＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規格通
りにＲＬＦを検出する。８０２において、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４は
、すべてのＬＴＥデータフローがＷＷＡＮ無線リンク６６１上でＷＷＡＮ無線機６２０を
介してｅノードＢ６０５－ａに送信されることを中断する。図示されていないが、ＲＬＦ
データフロー決定構成要素６４０は、測定報告構成要素６３５が既存の測定報告中のすべ
てのＷＬＡＮ測定報告エンティティを削除し得るように、測定報告構成要素６３５に報告
命令６５３を与える。８０３において、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５は、
ＷＬＡＮデータフローがＷＬＡＮ無線リンク６６２上でＷＬＡＮ無線機６２５を介してＷ
ＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂに送信されることを中断する。８０４において、ＲＬＦ構成要素
６３０は、現在の３ＧＰＰ規格に従って、セル再選択プロシージャを実行し、８０５にお
いて、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージを送ることと、８０６において、ＲＲＣ接続再確
立メッセージを受信することと、８０７において、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを送
ることとによって、ＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとの間の接続を再確立する。８０
８において、ＵＥ６１５およびｅノードＢ６０５－ａは、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＬ
ＴＥのためのＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行する。
【００８４】
　[0098]ネットワーク構成モジュール６４２は、８０９において、ＲＬＦ構成要素６３０
がＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行していることを検出し、ＬＴＥデータフローを再
開することをＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４に通知するように構成され得る
。ネットワーク構成モジュール６４２はまた、測定報告構成要素６３５に様々なネットワ
ーク状態を測定するように命令するために、測定報告構成要素６３５に報告命令６５３を
与えるように構成され得る。８１０において、測定報告構成要素６３５が、トリガリング
イベントと呼ばれることがある、ＷＬＡＮ無線リンク６６２の品質がしきい値（たとえば
、ＵＥ６１５において決定されるかまたはネットワークによってＵＥ６１５に与えられる
構成可能および／または静的しきい値）よりも大きいと決定すると、８１１において、測
定報告構成要素６３５はＷＬＡＮ測定報告６５２をｅノードＢ６０５－ａに送信する。８
１２において、ｅノードＢ６０５－ａのＲＬＦデータフロー構成要素６１０は、ＷＬＡＮ
測定報告６５２に少なくとも部分的に基づいて、ＷＬＡＮ無線リンク６６２がＷＬＡＮデ
ータフローを再開することが許容可能であるかどうかを決定する。このことは、ｅノード
Ｂ６０５－ａがＵＥ６１５が相互作用、たとえば、ＷＬＡＮとＬＴＥとの間のデュアル接
続性を実行し得るかどうかを決定するので、相互作用決定と呼ばれることがある。８１３
において、ＵＥ６１５およびｅノードＢ６０５－ａは、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＷＬ
ＡＮのためのＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行する。ネットワーク構成モジュール６
４２は、ｅノードＢ６０５－ａの相互作用決定の指示を受信し、したがって、８１４にお
いて、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５にＷＬＡＮデータフローを再開するよ
うに命令する。応答して、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５は、ＷＬＡＮ無線
リンク６６２を介したＷＬＡＮデータフローを再開するために、ＷＬＡＮ無線機６２５に
再開指示６５５を与え得る。
【００８５】
　[0099]図９を参照すると、コールフロー９００は、ＵＥのためのＲＬＦ回復を管理する
ための第３の態様による、図６のＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ６
０５－ｂとの間の通信を示す。特に、この第３の態様では、本装置および方法は、ＲＬＦ
を検出するとＬＴＥデータフローとＷＬＡＮデータフローとを停止する。コールフロー９
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００のアクションは、ＲＬＦ構成要素６３０と、測定報告構成要素６３５と、ＷＷＡＮ無
線機６２０と、ＷＬＡＮ無線機６２５と、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０とを含
む、ＵＥ６１５によって実行される。第３の態様によれば、ＲＬＦデータフロー決定構成
要素６４０は、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４と、ＷＬＡＮデータフロー中
断モジュール６４５と、ネットワーク構成モジュール６４２とを含む。コールフロー９０
０に関して説明する第３の態様は、いつＷＬＡＮ測定報告６５２が生成され、ｅノードＢ
６０５－ａに送信されるかに関するタイミングを除いて、図８の第２の態様と同様である
。
【００８６】
　[00100]９０１において、ＵＥ６１５のＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規格
通りにＲＬＦを検出する。９０２において、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４
は、すべてのＬＴＥデータフローがＷＷＡＮ無線リンク６６１上でＷＷＡＮ無線機６２０
を介してｅノードＢ６０５－ａに送信されることを中断する。この態様では（図示せず）
、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、いずれの既存の測定報告中のＷＬＡＮ測定
報告エンティティをも維持するように、報告命令６５３を介して、測定報告構成要素６３
５に命令する。９０３において、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５は、ＷＬＡ
ＮデータフローがＷＬＡＮ無線リンク６６２上でＷＬＡＮ無線機６２５を介してＷＬＡＮ
　ＡＰ６０５－ｂに送信されることを中断する。９０４において、ＲＬＦ構成要素６３０
は、現在の３ＧＰＰ規格に従って、セル再選択プロシージャを実行し、９０５において、
ＲＲＣ接続再確立要求メッセージを送ることと、９０６において、ＲＲＣ接続再確立メッ
セージを受信することと、８０７において、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを送ること
とによって、ＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとの間の接続を再確立する。
【００８７】
　[00101]この態様では、ネットワーク構成モジュール６４２は、ＲＲＣ接続再確立プロ
セスがＲＬＦ構成要素６３０によって進行中であることがネットワーク構成モジュール６
４２によって決定されると、様々なネットワーク状態を測定するように測定報告構成要素
６３５に命令するために、測定報告構成要素６３５に報告命令６５３を与えるように構成
され得る。測定報告構成要素６３５は、９０７において、ＲＲＣ接続再確立完了メッセー
ジの一部として、ＷＬＡＮ測定報告６５２を生成し、それを送信するように構成され得る
。別の態様では、維持された既存の測定報告が、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージの一部
として送信され得る。９０８において、ｅノードＢ６０５－ａはＷＬＡＮ測定報告６５２
を受信しており、少なくとも部分的にそれに基づいて、ＲＬＦデータフロー構成要素６１
０は、相互作用決定を行うように、たとえば、ＵＥ６１５においてＷＬＡＮデータフロー
を再開すべきかどうかを決定するように構成され得る。相互作用決定がＷＬＡＮデータフ
ローを再開することである場合、９０９において、ＵＥ６１５およびｅノードＢ６０５－
ａは、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＷＬＡＮおよびＬＴＥのためのＲＲＣ接続再構成プロ
シージャを実行する。相互作用決定がＷＬＡＮデータフローを再開しないことである場合
（図示せず）、９０９におけるＲＲＣ接続再構成プロシージャはＬＴＥのみのためであり
得る。ネットワーク構成モジュール６４２は、９１０において、ＲＬＦ構成要素６３０が
ＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行していることを検出し、ＷＷＡＮ無線機６２０に中
断／再開指示６５５を送ることと、ＷＷＡＮ無線リンク６６１上のＬＴＥデータフローを
再開することとによってＬＴＥデータフローを再開することをＷＷＡＮデータフロー中断
モジュール６４４に通知するように構成され得る。９１１において、９０８における相互
作用決定に基づいて、ネットワーク構成モジュール６４２は、同様に、ＷＬＡＮ無線リン
ク６６２上のＷＬＡＮデータフローを再開するために、ＷＬＡＮ無線機６２５に再開指示
６５６を送ることによってＷＬＡＮデータフローを再開することをＷＬＡＮデータフロー
中断モジュール６４５に通知するように構成され得る。
【００８８】
　[00102]図１０を参照すると、コールフロー１０００は、ＵＥのためのＲＬＦを管理す
るための第４の態様による、図６のＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ
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６０５－ｂとの間の通信を示す。特に、この第４の態様では、本装置および方法は、ＲＬ
Ｆを検出するとＬＴＥデータフローを停止し、場合によってはＷＬＡＮデータフローを停
止し得る。コールフロー１０００のアクションは、ＲＬＦ構成要素６３０と、測定報告構
成要素６３５と、ＷＷＡＮ無線機６２０と、ＷＬＡＮ無線機６２５と、ＲＬＦデータフロ
ー決定構成要素６４０とを含む、ＵＥ６１５によって実行される。第４の態様によれば、
ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４
と、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５と、決定モジュール６４１とを含む。
【００８９】
　[00103]１００１において、ＵＥ６１５のＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規
格通りにＲＬＦを検出する。１００２において、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６
４４は、すべてのＬＴＥデータフローがＷＷＡＮ無線リンク６６１上でＷＷＡＮ無線機６
２０を介してｅノードＢ６０５－ａに送信されることを中断する。１００３において（コ
ールフロー７００の第１の態様と同様に）、決定モジュール６４１は、ＷＬＡＮデータフ
ローがＷＬＡＮ無線リンク６６２上でＷＬＡＮ無線機６２５を介してＷＬＡＮ　ＡＰ６０
５－ｂに送信されることを中断すべきかどうかを決定する。１００３ａにおけるコールフ
ロー１０００の例に示されている、決定モジュール６４１がＷＬＡＮデータフローを中断
することを決定した場合、ＷＬＡＮデータフローは中断される。決定モジュール６４１が
ＷＬＡＮデータフローを中断しないことを決定した場合（図示せず）、ＷＬＡＮデータフ
ローはＲＬＦ処理中に維持されるおよび（または、ＲＬＦ検出時にＷＬＡＮデータフロー
が一時的に中断された場合は、再開される）。１００４において、ＲＬＦ構成要素６３０
は、現在の３ＧＰＰ規格に従って、セル再選択プロシージャを実行し、１００５において
、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージを送ることと、１００６において、ＲＲＣ接続再確立
メッセージを受信することと、１００７において、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを送
ることとによって、ＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとの間の接続を再確立する。
【００９０】
　[00104]決定モジュール６４１は、ＲＲＣ接続再確立プロセスがＲＬＦ構成要素６３０
によって進行中であることがネットワーク構成モジュール６４２によって決定されると、
様々なネットワーク状態を測定するように測定報告構成要素６３５に命令するために、測
定報告構成要素６３５に報告命令６５３を与えるように構成され得る。測定報告構成要素
６３５は、１００７において、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージの一部として、ＷＬＡＮ
測定報告６５２を生成し、それを送信するように構成され得る。１００８において、ｅノ
ードＢ６０５－ａはＷＬＡＮ測定報告６５２を受信しており、少なくとも部分的にそれに
基づいて、ＲＬＦデータフロー構成要素６１０は、相互作用決定を行うように、たとえば
、ＵＥ６１５においてＷＬＡＮデータフローを再開すべきかどうかを決定するように構成
され得る。より詳細には、ｅノードＢ６０５－ａにおけるＲＬＦデータフロー構成要素６
１０は、ＷＬＡＮデータフローを再開すべきかどうかに関するＵＥ６１５による決定を維
持すべきかオーバーライドすべきかを決定するように構成され得る。相互作用決定がＷＬ
ＡＮデータフローを再開することである場合、１００９において、ＵＥ６１５およびｅノ
ードＢ６０５－ａは、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＷＬＡＮおよびＬＴＥのためのＲＲＣ
接続再構成プロシージャを実行する。相互作用決定がＷＬＡＮデータフローを再開しない
ことである場合（図示せず）、１００９におけるＲＲＣ接続再構成プロシージャはＬＴＥ
のみのためであり得る。
【００９１】
　[00105]ネットワーク構成モジュール６４２は、１０１０において、ＲＬＦ構成要素６
３０がＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行していることを検出し、ＷＷＡＮ無線機６２
０に再開指示６５５を送ることと、ＷＷＡＮ無線リンク６６１上のＬＴＥデータフローを
再開することとによってＬＴＥデータフローを再開することをＷＷＡＮデータフロー中断
モジュール６４４に通知するように構成され得る。１０１１において、ネットワーク構成
モジュール６４２は同様に、相互作用決定１００８に基づいて、ＷＬＡＮ無線リンク６６
２上のＷＬＡＮデータフローを再開するためにＷＬＡＮ無線機６２５に再開指示６５６を
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送ることによってＷＬＡＮデータフローを再開することをＷＬＡＮデータフロー中断モジ
ュール６４５に通知するように構成され得る。
【００９２】
　[00106]図１１を参照すると、コールフロー１１００は、ＵＥのためのＲＬＦを管理す
るための第５の態様による、図６のＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ
６０５－ｂとの間の通信を示す。特に、この第５の態様では、本装置および方法は、ＲＬ
Ｆを検出するとＬＴＥデータフローを停止する。コールフロー１１００のアクションは、
ＲＬＦ構成要素６３０と、測定報告構成要素６３５と、ＷＷＡＮ無線機６２０と、ＷＬＡ
Ｎ無線機６２５と、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０とを含む、ＵＥ６１５によっ
て実行される。第５の態様によれば、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＷＷＡ
Ｎデータフロー中断モジュール６４４と、ＷＬＡＮデータフロー中断モジュール６４５と
、ネットワーク構成モジュール６４２とを含む。
【００９３】
　[00107]１１０１において、ｅノードＢ６０５－ａのＲＬＦデータフロー構成要素６１
０は、ＲＬＦ処理中にＷＬＡＮデータフローを中断すべきか維持すべきかに関してＵＥ６
１５に命令するために、ＲＲＣ接続再構成メッセージ（たとえば、構成６５４）をＵＥ６
１５に送信する。コールフロー１１００の例では、１１０１において送られたＲＲＣ接続
再構成メッセージは、ＵＥ６１５にＲＬＦ処理中にＷＬＡＮデータフローを維持するよう
に命令する。別の例では（図示せず）、１１０１において送られたＲＲＣ接続再構成メッ
セージは、ＵＥ６１５にＲＬＦ処理中にＷＬＡＮデータフローを中断するように命令し得
る。
【００９４】
　[00108]１１０２において、ＵＥ６１５のＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規
格通りにＲＬＦを検出する。１１０３において、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６
４４は、すべてのＬＴＥデータフローがＷＷＡＮ無線リンク６６１上でＷＷＡＮ無線機６
２０を介してｅノードＢ６０５－ａに送信されることを中断する。１１０４において、Ｒ
ＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規格に従って、セル再選択プロシージャを実行し
、１１０５において、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージを送ることと、１１０６において
、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信することと、１１０７において、ＲＲＣ接続再確立
完了メッセージを送ることとによって、ＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとの間の接続
を再確立する。１１０８において、ＵＥ６１５およびｅノードＢ６０５－ａは、現在の３
ＧＰＰ規格に従ってＬＴＥのためのＲＲＣ接続再構成プロシージャを実行する。ネットワ
ーク構成モジュール６４２は、１１０９において、ＲＬＦ構成要素６３０がＲＲＣ接続再
構成プロシージャを実行していることを検出し、ＬＴＥデータフローを再開することをＷ
ＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４に通知するように構成され得る。ｅノードＢ６
０５－ａが、ＲＲＣ接続再構成メッセージごとに、ＲＬＦ処理中にＷＬＡＮデータフロー
を中断するようにＵＥ６１５を構成した態様では（図示せず）、１１０１において、ネッ
トワーク構成モジュール６４２は、ＷＬＡＮデータフローを再開することをＷＬＡＮデー
タフロー中断モジュール６４５に通知し得る。
【００９５】
　[00109]図１２を参照すると、コールフロー１２００は、ＵＥのためのＲＬＦを管理す
るための第６の態様による、図６のＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとＷＬＡＮ　ＡＰ
６０５－ｂとの間の通信を示す。特に、この第６の態様では、本装置および方法は、ＲＬ
Ｆを検出するとＬＴＥデータフローを場合によっては再ルーティングする。コールフロー
１２００のアクションは、ＲＬＦ構成要素６３０と、測定報告構成要素６３５と、ＷＷＡ
Ｎ無線機６２０と、ＷＬＡＮ無線機６２５と、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０と
を含む、ＵＥ６１５によって実行される。第６の態様によれば、ＲＬＦデータフロー決定
構成要素６４０は、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４と、ＷＬＡＮデータフロ
ー中断モジュール６４５と、再ルーティングモジュール６４３とを含む。
【００９６】
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　[00110]１２０１において、ＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＲ
ＬＦを検出し、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０にＲＬＦ指示６５１を与える。１
２０２において、ＬＴＥデータフロー中断モジュールは、ＷＷＡＮ無線機６２０に中断指
示６５５を送るように構成され得る。さらに、再ルーティングモジュール６４３は、ＬＴ
Ｅ接続がＵＥ６１５とｅノードＢ６０５－ａとの間で再確立され得るまで、ＷＬＡＮ無線
機６２５を介してＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂにシグナリング無線ベアラ（たとえば、ＳＲ
Ｂ１）を再ルーティングし、さらにすべてのＬＴＥデータフローを再ルーティングする（
たとえば、オフロードする）。１２０３において、ＲＬＦ構成要素６３０は、現在の３Ｇ
ＰＰ規格に従って、ＲＬＦを検出したことの結果としてセル再選択処理を実行する。１２
０４において、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、報告命令６５３を介して、測
定報告構成要素６３５にＷＬＡＮ測定報告６５２を生成し、ＷＬＡＮ無線機６２５を介し
てＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂにＷＬＡＮ測定報告６５２を送信するように命令する。
【００９７】
　[00111]１２０５において、ＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂのＷＷＡＮフォワーディング構
成要素６１２は、バックホールを介してｅノードＢ６０５－ａにＷＬＡＮ測定報告６５２
をフォワーディングする。１２０６において、ｅノードＢ６０５－ａのＲＬＦデータフロ
ー構成要素６１０は、ＲＬＦ回復処理が完了し、ＬＴＥ通信が再確立されるまで（たとえ
ば、ＬＴＥデータフローが再開し得るまで）、ＬＴＥデータフローがＷＬＡＮ　ＡＰ６０
５－ｂを介して再ルーティングされるべきであるかどうかに関する相互作用決定を行う。
１２０７において、ｅノードＢ６０５－ａは、それの相互作用決定をＷＬＡＮ　ＡＰ６０
５－ｂに送信する。コールフロー１２００の例では、ｅノードＢ６０５－ａは、ＷＬＡＮ
　ＡＰ６０５－ｂを介してＬＴＥデータフローを再ルーティングし続けることを決定する
。１２０８において、ＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂは、ＷＬＡＮ相互作用コマンド（たとえ
ば、相互作用決定）をＵＥ６１５にフォワーディングする。１２０９において、再ルーテ
ィングモジュール６４３は、ＷＷＡＮデータフロー中断モジュール６４４およびＷＬＡＮ
データフロー中断モジュール６４５に、それぞれ、ＬＴＥデータフローを再開すること、
およびＷＬＡＮ無線リンク６６２を介したＷＬＡＮデータフローを続けることを通知する
。ＬＴＥデータフローとＷＬＡＮデータフローの両方が、ＷＬＡＮ無線機６２５を介して
ＷＬＡＮ無線リンク６６２上で送信される。
【００９８】
　[00112]一方、ＲＬＦ構成要素６３０は、１２１０において、ＲＲＣ接続再確立要求メ
ッセージを送ることと、１２１１において、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すること
と、１２１２において、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを送ることとによって、ＵＥ６
１５とｅノードＢ６０５－ａとの間の接続を再確立する。再ルーティングモジュール６４
３は、ＲＲＣ接続再確立プロセスがＲＬＦ構成要素６３０によって進行中であることがネ
ットワーク構成モジュール６４２によって決定されると、様々なネットワーク状態を測定
するように測定報告構成要素６３５に命令するために、測定報告構成要素６３５に報告命
令６５３を与えるように構成され得る。測定報告構成要素６３５は、１２１２において、
ＲＲＣ接続再確立完了メッセージの一部として、ＬＴＥおよび／またはＷＬＡＮ測定報告
６５２を生成し、ＷＬＡＮ測定報告を送信するように構成され得る。
【００９９】
　[00113]再確立プロシージャが完了すると、ＵＥ６１５およびｅノードＢ６０５－ａは
再びＬＴＥを介して通信し、ＳＲＢ１が再確立される。したがって、１２１３において、
ｅノードＢ６０５－ａは、ＷＬＡＮ無線リンク６６２上で現在送信されているＬＴＥデー
タフローをＷＷＡＮ無線リンク６６１に再ルーティング（たとえば、フォールバック）す
べきかどうかを決定する。したがって、ＲＬＦデータフロー構成要素６１０は、ＷＬＡＮ
測定報告６５２に少なくとも部分的に基づいて相互作用決定を行う。相互作用決定がＬＴ
Ｅデータフローを再開することである場合、１２１４において、ＵＥ６１５およびｅノー
ドＢ６０５－ａは、現在の３ＧＰＰ規格に従ってＬＴＥのためのＲＲＣ接続再構成プロシ
ージャを実行する。相互作用決定がＬＴＥデータフローを再開しないことである場合（図
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示せず）、１２１４におけるＲＲＣ接続再構成プロシージャはこの時点で行われないこと
がある。再ルーティングモジュール６４３は、１２１５において、ＷＷＡＮ無線機６２０
に再開指示６５５を送ることと、ＷＷＡＮ無線リンク６６１上のＬＴＥデータフローを再
開することとによってＬＴＥデータフローを再開することをＷＷＡＮデータフロー中断モ
ジュール６４４に通知し得る。
【０１００】
　[00114]図１３を参照すると、たとえば、図１のＵＥ１２０、図２のＵＥ２１５、図３
のＵＥ３２０、図４のＵＥ４１５、図５Ａおよび図５ＢのＵＥ５１５、ならびに図６～図
１２のＵＥ６１５のうちの１つなど、ユーザ機器によって無線リンク障害回復を管理する
ための方法１３００。簡単のために、方法１３００の態様について、図６によって概略的
に示された、ｅノードＢ６０５－ａおよび／またはＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂと通信して
いるＵＥ６１５によって実行されるものとして説明する。より詳細には、方法１３００の
態様は、たとえば、ＲＬＦ構成要素６３０、測定報告構成要素６３５、ＲＬＦデータフロ
ー決定構成要素６４０、ＷＷＡＮ無線機６２０、および／またはＷＬＡＮ無線機６２５に
よって実行され得る。
【０１０１】
　[00115]１３０５において、方法１３００は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）およ
び第２のＲＡＴを用いて通信を確立することを含む。たとえば、ＵＥ６１５および／また
はＷＷＡＮ無線機６２０およびＷＬＡＮ無線機６２５は、それぞれ、ＷＷＡＮ（たとえば
、ＬＴＥ）の第１のＲＡＴを介してｅノードＢ６０５－ａとの通信を、およびＷＬＡＮ（
たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ）の第２のＲＡＴを介してＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂとの通信を確
立するように構成され得る。
【０１０２】
　[00116]１３１０において、方法１３００は、第１のＲＡＴを介して少なくとも１つの
データフローを、および第２のＲＡＴを介して少なくとも１つのデータフローを送信する
ことを含む。たとえば、ＵＥ６１５および／またはＷＷＡＮ無線機６２０は、ＷＷＡＮ無
線リンク６６１を介してｅノードＢ６０５－ａにＬＴＥデータフローを送信し、ＵＥ６１
５および／またはＷＬＡＮ無線機６２５は、ＷＬＡＮ無線リンク６６２介してＷＬＡＮ　
ＡＰ６０５－ｂにＷＬＡＮデータフローを送信する。一態様では、ＷＷＡＮ（たとえば、
ＬＴＥ）データフローは、ベアラ、トラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ）、伝送制
御プロトコル（ＴＣＰ）接続、および／またはサービス品質（ＱｏＳ）クラスであり得る
か、またはそれらと関連し得る。
【０１０３】
　[00117]１３１５において、方法１３００は、ユーザ機器と第１のＲＡＴとの間の無線
リンク障害（ＲＬＦ）を検出することを含む。たとえば、ＵＥ６１５および／またはＲＬ
Ｆ構成要素６３０は、３ＧＰＰ規格に記載されているプロシージャに従ってＲＬＦを検出
するように構成され得る。
【０１０４】
　[00118]１３２０において、方法１３００は、ＲＬＦが検出されたとき、第２のＲＡＴ
を介した少なくとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定することを含む。た
とえば、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０は、ＲＬＦ検出時に、ＲＬＦ構成要素６
３０からＲＬＦ指示６５１を受信し、応答して、ＲＬＦ回復処理中にＷＬＡＮデータフロ
ーを維持すべきかどうか（たとえば、中断すべきか、中断すべきでないか）を決定するよ
うに構成され得る。
【０１０５】
　[00119]第２および第３の態様によれば、ならびに場合によっては第１、第４、および
第５の態様では、方法１３００は、第２のＲＡＴを介した１つまたは複数のデータフロー
（たとえば、ＷＬＡＮデータフロー）の送信を中断することを決定することと、第２のＲ
ＡＴを介した１つまたは複数のデータフロー（たとえば、ＷＬＡＮデータフロー）の送信
を中断することとを含み得る。いくつかの態様では、方法１３００は、ＲＬＦからの回復
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を検出することと、第２のＲＡＴを介した１つまたは複数のデータフロー（たとえば、Ｗ
ＬＡＮデータフロー）の送信を再開することとを含み得る。いくつかの態様では、方法１
３００は、ＲＬＦからの回復を検出することと、第１のＲＡＴを介した１つまたは複数の
中断されたデータフロー（たとえば、ＬＴＥデータフロー）の送信を再開することとを含
み得る。いくつかの態様では、方法１３００は、ＲＬＦから回復を検出することと、第１
のＲＡＴ（たとえば、ｅノードＢ６０５－ａ）から構成６５４を受信することと、第２の
ＲＡＴ（たとえば、ＷＬＡＮ）を介した１つまたは複数の中断されたデータフロー（たと
えば、ＬＴＥデータフロー）の送信を再開することと、第２のＲＡＴ（たとえば、ＷＬＡ
Ｎ）に関係する情報を第１のＲＡＴ（たとえば、ＬＴＥ）に送信することとを含み得る。
この場合、構成は、情報を送信することに応答して第１のＲＡＴから受信され得る。情報
は、ＬＴＥおよび／またはＷＬＡＮについての測定報告であり得る。情報は、ＵＥが第２
のＲＡＴ　ＲＬＦを介して特定のデータフロー（たとえば、ＷＬＡＮデータフロー）のた
めの送信を中断したかどうかを示す、ＷＬＡＮデータフローごとに１つの指示であり得る
。情報は、ＵＥが第１のＲＡＴ（たとえば、ＬＴＥ）または第２のＲＡＴ（たとえば、Ｗ
ＬＡＮ）を介したデータフローの各々のための送信を再開することになるかどうかについ
ての、ＬＴＥデータフローごとに１つおよびＷＬＡＮデータフローごとに１つの指示であ
り得る。
【０１０６】
　[00120]第６の態様によれば、ならびに場合によっては第１、第４、および第５の態様
では、方法１３００は、第２のＲＡＴを介した少なくとも１つのデータフロー（たとえば
、ＷＬＡＮデータフロー）の送信を維持することを決定することを含み得る。いくつかの
態様では、決定することが、ＵＥにおいて受信されたネットワーク構成（たとえば、構成
６５４）、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）ポリシー（たとえば
、フラグ）、サービス品質（ＱｏＳ）パラメータ、および／またはＵＥの実装形態のうち
の少なくとも１つに基づく。
【０１０７】
　[00121]第６の態様によれば、方法１３００は、ＲＬＦ中に第２のＲＡＴ（たとえば、
ＷＬＡＮ）を介して制御シグナリング（たとえば、ＬＴＥ　ＲＲＣシグナリング、ＮＡＳ
シグナリングなど）を送信することを含み得る。
【０１０８】
　[00122]図１４を参照すると、ユーザ機器において無線リンク障害回復を管理するため
の方法１４００は、たとえば、図１のｅノードＢ１１０、図２のｅノードＢ２０５、図３
のｅノードＢ３１０、図４のｅノードＢ４０５－ａ、図５Ａおよび図５ＢのｅノードＢ５
０５－ａ、ならびに図６～図１２のｅノードＢ６０５－ａのうちの１つであり得る、第１
のｅノードＢによって実行され得る。簡単のために、方法１４００の態様について、図６
によって概略的に示された、ＵＥ６１５および／またはＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂと通信
しているｅノードＢ６０５－ａによって実行されるものとして説明する。方法１４００の
例では、ｅノードＢ６０５－ａは、ＵＥ６１５を、ＲＬＦ処理中にＷＬＡＮデータフロー
を処理するように構成する。
【０１０９】
　[00123]１４０５において、方法１４００は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介
してユーザ機器との第１の通信接続を確立することを含む。たとえば、ｅノードＢ６０５
－ａは、ＬＴＥを介してＵＥ６１５との第１の通信接続を確立するように構成される。一
態様では、第１の通信接続を確立することは、ＵＥ６１５がアイドル状態から接続状態に
移動する結果であるか、またはＵＥ６１５が別のｅノードＢからｅノードＢ６０５－ａに
ハンドオーバされる結果としてであり得る。
【０１１０】
　[00124]１４１０において、方法１４００は、第２のＲＡＴを介してユーザ機器との第
２の通信接続が確立されるという指示を受信することを含み、ここにおいて、第２の通信
接続が少なくとも１つのデータフローを送信する。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａは、
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ＵＥ６１５から、ＵＥ６１５がＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂとも通信しており、ＵＥ６１５
がＷＬＡＮを介してＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂに少なくとも１つのＷＬＡＮデータフロー
を送信しているという指示を受信するように構成される。
【０１１１】
　[00125]１４１５において、方法１４００は、第１の通信接続の無線リンク障害の後に
、ユーザ機器から第１の通信接続の無線リンク障害（ＲＬＦ）回復指示を受信することを
含む。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａは、ＵＥ６１５から、ＵＥ６１５がＬＴＥを介し
てｅノードＢ６０５－ａと通信しており、ＵＥ６１５がＷＬＡＮを介してＷＬＡＮ　ＡＰ
６０５－ｂと通信しているように、ＵＥ６１５がＲＬＦから回復しているという指示を受
信するように構成され得る。
【０１１２】
　[00126]１４２０において、方法１４００は、無線リンク障害中に第２のＲＡＴを介し
て第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定する
ことを含む。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａのＲＬＦデータフロー構成要素６１０は、
ＵＥ６１５がＲＬＦ中にＷＬＡＮデータフローを維持すべきか中断すべきかを決定するよ
うに構成され得る。
【０１１３】
　[00127]１４２５において、方法１４００は、第２のＲＡＴを介して第２の通信接続上
で、データフローごとに、少なくとも１つのデータフローの送信を維持すべきかどうかを
ユーザ機器に示すことを含む。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａは、データフローごとに
ＷＬＡＮデータフローを中断すべきか維持すべきかを（たとえば、構成６５４を介して）
ＵＥ６１５に示すように構成され得る。ｅノードＢ６０５－ａは、ｅノードＢ６０５－ａ
によってＵＥ６１５に送られた構成メッセージ（たとえば、ＲＲＣメッセージ）またはデ
ータメッセージを介してＵＥ６１５に指示を与え得る。
【０１１４】
　[00128]図１５を参照すると、ユーザ機器における無線リンク障害回復を管理するため
の方法１５００は、たとえば、図１のｅノードＢ１１０、図２のｅノードＢ２０５、図３
のｅノードＢ３１０、図４のｅノードＢ４０５－ａ、図５Ａおよび図５ＢのｅノードＢ５
０５－ａ、ならびに図６～図１２のｅノードＢ６０５－ａのうちの１つであり得る、第２
のｅノードＢによって実行され得る。簡単のために、方法１５００の態様について、図６
によって概略的に示された、ＵＥ６１５および／またはＷＬＡＮ　ＡＰ６０５－ｂと通信
しているｅノードＢ６０５－ａによって実行されるものとして説明する。方法１５００の
例では、ｅノードＢ６０５－ａはＵＥ６１５のＲＬＦ回復を処理する。方法１４００の態
様を実行するものとして説明された第１のｅノードＢは、方法１５００の態様を実行する
ものとして説明される第２のｅノードＢと同じであることも同じでないこともある。
【０１１５】
　[00129]１５０５において、方法１５００は、ユーザ機器から、第１の通信接続につい
ての無線リンク障害回復指示を受信することを含む。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａは
、ＵＥ６１５がＬＴＥ　ＲＬＦから回復しているという指示を受信する。
【０１１６】
　[00130]１５１０において、方法１５００は、第２のＲＡＴを介してユーザ機器との第
２の通信接続が確立されるという指示を受信することを含み、ここにおいて、第２の通信
接続が少なくとも１つのデータフローに関連する。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａは、
ＵＥ６１５から、ＵＥ６１５がＷＬＡＮ無線リンク６６２を介してＷＬＡＮ　ＡＰ６０５
－ｂと通信しており、ＷＬＡＮデータフローがＵＥ６１５によってＷＬＡＮ　ＡＰ６０５
－ｂに送信されているという指示を受信する。
【０１１７】
　[00131]１５１５において、方法１５００は、無線リンク障害回復の後に第２のＲＡＴ
を介して第２の通信接続上で少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決
定することを含む。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａのＲＬＦデータフロー構成要素６１
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０は、ＵＥ６１５がＲＬＦから回復した後にＷＬＡＮ上でＷＬＡＮデータフローが再開さ
れ得るかどうかを決定するように構成され得る。
【０１１８】
　[00132]１５２０において、方法１５００は、第２のＲＡＴを介して第２の通信接続上
で少なくとも１つのデータフローの送信を再開すべきかどうかをユーザ機器に示すことを
含む。たとえば、ｅノードＢ６０５－ａは、ＷＬＡＮを介してＷＬＡＮデータフローの送
信を再開すべきかどうかを（たとえば、構成６５４を介して）ＵＥ６１５に示すように構
成され得る。
【０１１９】
　[00133]第１、第２、第３、第４、および第６の態様によれば、方法１５００は、場合
によっては、第２のＲＡＴ（たとえば、ＷＬＡＮ）に関係する少なくとも１つの測定報告
を受信することと、少なくとも１つの測定報告に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥ６１
５が第２のＲＡＴを介した少なくとも１つのデータフロー（たとえば、ＷＬＡＮデータフ
ロー）の送信を再開することができるかどうかを決定することとを含む。
【０１２０】
　[00134]いくつかの態様によれば、方法１５００は、場合によっては、複数の指示を受
信することを含み、それらの各々が、ＵＥ６１５がＲＬＦ中に第２のＲＡＴを介した少な
くとも１つのデータフロー（たとえば、ＷＬＡＮデータフロー）の特定の１つの送信を中
断したかどうかを示し、ここにおいて、複数の指示の各々が、第２のＲＡＴを介した少な
くとも１つのデータフロー（たとえば、ＷＬＡＮデータフロー）の特定の１つと関連する
。さらに、方法１５００は、場合によっては、ＵＥ６１５から、第２のＲＡＴに関係する
少なくとも１つの測定報告（たとえば、ＷＬＡＮ測定報告）を受信することと、第１の通
信接続（たとえば、ＬＴＥ）が再確立されたことを検出することと、少なくとも１つの測
定報告に基づいて、第２のＲＡＴ（たとえば、ＷＬＡＮ）を介した送信を再開すべきかど
うかを決定することとを含む。一例では、（１つまたは複数の）測定報告はＲＲＣ接続再
確立メッセージの一部として送信され得る。
【０１２１】
　[00135]いくつかの態様によれば、方法１５００は、場合によっては、第２のＲＡＴを
介した少なくとも１つのデータフロー（たとえば、ＬＴＥデータフロー）の送信がＲＬＦ
中に維持されたというさらなる指示を受信することと、第１の通信接続（たとえば、ＬＴ
Ｅ）が再確立されたことを検出することと、ＲＬＦ中に第２のＲＡＴ（たとえば、ＷＬＡ
Ｎ）上で維持された少なくとも１つのデータフロー（たとえば、ＬＴＥデータフロー）を
第１のＲＡＴ（たとえば、ＬＴＥ）を介して送信すべきかどうかを決定することとを含む
。一例では、さらなる指示は、たとえば、ＲＲＣ接続再確立メッセージの一部として送信
され得る、第２のＲＡＴに関係する測定報告（たとえば、ＷＬＡＮ測定報告）であり得る
。
【０１２２】
　[00136]図１６を参照すると、本明細書で説明した、複数のアクセスノードの間でユー
ザ機器処理能力を割り振るために構成された態様を有する処理システム１６１４を採用す
る装置１６００のためのハードウェア実装形態の一例が示されている。この例では、処理
システム１６１４は、バス１６０２によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用い
て実装され得る。バス１６０２は、処理システム１６１４の特定の適用例および全体的な
設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス１６０２は
、プロセッサ１６０４によって概略的に表される１つまたは複数のプロセッサと、コンピ
ュータ可読媒体１６０６によって概略的に表されるコンピュータ可読媒体とを含む様々な
回路を互いにリンクする。処理システム１６１４を採用する装置１６００が、たとえば、
ｅノードＢ６０５－ａである一態様では、バス１６０２はＲＬＦデータフロー構成要素６
１０をもリンクする。処理システム１６１４を採用する装置１６００が、たとえば、ＷＬ
ＡＮ　ＡＰ６０５－ｂである一態様では、バス１６０２はＷＷＡＮフォワーディング構成
要素６１２をもリンクする。処理システム１６１４を採用する装置１６００が、たとえば
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、ＵＥ６１５である一態様では、バス１６０２は、ＲＬＦ構成要素６３０と、測定報告構
成要素６３５と、ＲＬＦデータフロー決定構成要素６４０と、ＷＷＡＮ無線機６２０と、
ＷＬＡＮ無線機６２５とをもリンクする。トランシーバ１６１０がＷＷＡＮ無線機６２０
とＷＬＡＮ無線機６２５との一部であり得、その逆も同様であり得ることに留意されたい
。バス１６０２はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路
など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られ
ており、したがって、これ以上説明しない。図１６の任意の態様が、ハードウェア、ソフ
トウェア、および／またはそれらの組合せによって実装され得ることを理解されたい。一
例では、図１６の装置がそれをサポートするように構成された動作または機能のうちのい
ずれも、プロセッサ１６０４および／またはコンピュータ可読媒体１６０６を使用して実
装され得る。
【０１２３】
　[00137]バスインターフェース１６０８は、バス１６０２とトランシーバ１６１０との
間のインターフェースを与える。トランシーバ１６１０は、伝送媒体を介して様々な他の
装置と通信するための手段を与える。装置の性質に応じて、ユーザインターフェース１６
１２（たとえば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョイステ
ィック）も与えられ得る。
【０１２４】
　[00138]プロセッサ１６０４は、バス１６０２を管理することと、コンピュータ可読媒
体１６０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウ
ェアは、プロセッサ１６０４によって実行されたとき、処理システム１６１４に、特定の
装置について複数のアクセスノード間でユーザ機器処理能力を割り振ることに関する本明
細書で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体１６０６はまた、ソフト
ウェアを実行するときにプロセッサ１６０４によって操作されるデータを記憶するために
使用され得る。
【０１２５】
　[00139]本出願で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は
、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合
せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティ
を含むものとする。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッサ上で実行される
プロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、およ
び／またはコンピュータであり得る。例として、コンピューティングデバイス上で実行さ
れるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方が構成要素であり得る
。１つまたは複数の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に常駐することが
でき、１つの構成要素が１つのコンピュータ上に配置され得、および／または２つ以上の
コンピュータ間に分散され得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶
している様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、
ローカルシステム、分散システム中の、および／または他のシステムを用いるインターネ
ットなどのネットワーク上の別の構成要素と信号を介して対話する１つの構成要素からの
データなど、１つまたは複数のデータパケットを有する信号によるなど、ローカルプロセ
スおよび／またはリモートプロセスを介して通信し得る。
【０１２６】
　[00140]さらに、本明細書では、ワイヤード端末またはワイヤレス端末とすることがで
きる端末に関する様々な態様について説明する。端末は、システム、デバイス、加入者ユ
ニット、加入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、リモート端末、
アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス
、またはユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、
衛星電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスロー
カルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有するハンド
ヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他
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の処理デバイスであり得る。その上、本明細書では基地局に関する様々な態様について説
明する。基地局は、（１つまたは複数の）ワイヤレス端末と通信するために利用され得、
アクセスポイント、ノードＢ、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
【０１２７】
　[00141]その上、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「
または」を意味するものとする。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白
でない限り、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、自然な包括的置換のいずれかを
意味するものとする。すなわち、「ＸはＡまたはＢを採用する」という句は、ＸがＡを採
用する場合、ＸがＢを採用する場合、またはＸがＡとＢの両方を採用する場合のいずれに
よっても満たされる。さらに、本出願と添付の特許請求の範囲とにおいて使用する冠詞「
ａ」および「ａｎ」は、別段に規定されていない限り、または単数形を対象とすべきであ
ると文脈から明らかでない限り、概して「１つまたは複数」を意味すると解釈されるべき
である。
【０１２８】
　[00142]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。
「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤ
ＭＡシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００など
の無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））お
よびＣＤＭＡの他の変形態を含む。さらに、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ
－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グロ
ーバルシステム（ＧＳＭ）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、発展型
ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０
、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－
ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部
である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上ではＯＦ
ＤＭＡを採用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用するＥ－ＵＴＲＡを使用する
ＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記
載されている。さらに、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。さらに、そ
のようなワイヤレス通信システムは、不対無資格スペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬ
ＡＮ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）および任意の他の短距離または長距離ワイヤレス
通信技法をしばしば使用するピアツーピア（たとえば、モバイルツーモバイル）アドホッ
クネットワークシステムをさらに含み得る。
【０１２９】
　[00143]様々な態様または特徴が、いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなどを
含み得るシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加のデバイス、構成要素、
モジュールなどを含むことがあり、および／または図に関して説明したデバイス、構成要
素、モジュールなどのすべてを含むとは限らないことを理解および諒解されたい。これら
の手法の組合せも使用され得る。
【０１３０】
　[00144]本明細書で開示した実施形態に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロ
ック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別
ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそ
れらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセ
ッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、
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マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティ
ングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイ
クロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは
任意の他のそのような構成として実装され得る。さらに、少なくとも１つのプロセッサは
、上記で説明したステップおよび／またはアクションのうちの１つまたは複数を実行する
ように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備え得る。
【０１３１】
　[00145]さらに、本明細書で開示した態様に関して説明した方法またはアルゴリズムの
ステップおよび／またはアクションは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサに
よって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその２つの組合せで実
施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモ
リ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、
リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている任意の他の形態
の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み
取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され得る。代替と
して、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。さらに、いくつかの態様では、プロセッ
サおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐し
得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常
駐し得る。さらに、いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／ま
たはアクションは、コンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体および
／またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ
、あるいはそのセットとして常駐し得る。
【０１３２】
　[00146]１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合
、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され
るか、あるいはコンピュータ可読媒体上で送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある
場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コ
ンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータに
よってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、その
ようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるい
は他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気記憶デバイス、も
しくは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するため
に使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を備えることがで
きる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と呼ばれ得る。たとえば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳ
Ｌ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブ
サイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファ
イバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの
ワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）および
ディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商
標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロ
ッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）（disc）を含み
、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データを
レーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる
べきである。
【０１３３】
　[00147]上記の開示は、例示的な態様および／または実施形態について論じたが、添付
の特許請求の範囲によって定義された説明した態様および／または実施形態の範囲から逸
脱することなく、様々な変更および改変を本明細書で行い得ることに留意されたい。さら
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に、説明した態様および／または実施形態の要素は、単数形で説明または請求されている
ことがあるが、単数形への限定が明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
さらに、任意の態様および／または実施形態の全部または一部は、別段の規定がない限り
、任意の他の態様および／または実施形態の全部または一部とともに利用され得る。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立することと
、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを、および前記第
２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信することと、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出することと、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定することとを備える、方法。
[Ｃ２]　前記第１の無線アクセス技術がワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ
）に関連し、前記少なくとも１つのデータフローが、ベアラ、トラフィックフローテンプ
レート（ＴＦＴ）、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続、およびサービス品質（ＱｏＳ）
クラスのうちの少なくとも１つである、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ３]　前記ＷＷＡＮがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークまたはユ
ニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）である、Ｃ１に記載の
方法。
[Ｃ４]　前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローを維持
すべきかどうかを決定することが、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも
１つのデータフローの１つまたは複数のデータフローの送信を中断することを決定するこ
とを備え、前記第２の無線アクセス技術を介した前記１つまたは複数のデータフローの前
記送信を中断することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ５]　前記無線リンク障害からの回復を検出することと、
　前記回復を検出したことに応答して、前記第２の無線アクセス技術を介した前記１つま
たは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開することとをさらに備える、Ｃ４に
記載の方法。
[Ｃ６]　前記無線リンク障害からの回復を検出することと、
　前記回復を検出したことに応答して、前記第１の無線アクセス技術を介した前記１つま
たは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開することとをさらに備える、Ｃ４に
記載の方法。
[Ｃ７]　前記無線リンク障害からの回復を検出することと、
　前記第１の無線アクセス技術から前記回復に関連する構成を受信することと、
　前記構成に基づいて、前記第２の無線アクセス技術を介した前記１つまたは複数の中断
されたデータフローの前記送信を再開することとをさらに備える、Ｃ４に記載の方法。
[Ｃ８]　前記第２の無線技術に関係する情報を前記第１の無線アクセス技術に送信するこ
とをさらに備え、
　ここにおいて、前記第１の無線アクセス技術から前記構成を受信することが、前記第２
の無線技術に関係する前記情報を送信することに応答する、Ｃ７に記載の方法。
[Ｃ９]　前記情報が測定報告を備える、Ｃ８に記載の方法。
[Ｃ１０]　前記情報は複数の指示を備え、前記指示の各々は、前記ユーザ機器が前記無線
リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフロー
の特定の１つのための前記送信を中断したかどうかを示し、ここにおいて、前記複数の指
示の各々が、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの
特定の１つに関連する、Ｃ８に記載の方法。
[Ｃ１１]　前記情報は複数の指示を備え、前記指示の各々は、前記ユーザ機器が前記第１
の無線アクセス技術または前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデ
ータフローの特定の１つのための前記送信を再開すべきかどうかを示し、ここにおいて、
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前記複数の指示の各々が、前記第１の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデ
ータフローの特定の１つに関連する、Ｃ８に記載の方法。
[Ｃ１２]　前記決定することが、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１
つのデータフローの前記送信を維持することを決定することを備える、Ｃ１に記載の方法
。
[Ｃ１３]　前記決定することが、前記ユーザ機器において受信されたネットワーク構成、
アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）ポリシー、サービス品質（Ｑｏ
Ｓ）パラメータ、または前記ユーザ機器の実装形態のうちの少なくとも１つに基づく、Ｃ
１に記載の方法。
[Ｃ１４]　前記無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して制御シグナリン
グを送信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１５]　前記制御シグナリングが無線リソース制御シグナリングまたは非アクセス層シ
グナリングの一方または両方を備える、Ｃ１４に記載の方法。
[Ｃ１６]　前記無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して制御シグナリン
グを受信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１７]　前記制御シグナリングが無線リソース制御シグナリングまたは非アクセス層シ
グナリングの一方または両方を備える、Ｃ１６に記載の方法。
[Ｃ１８]　コンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であっ
て、
　少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス
技術を用いて通信を確立させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の無線アクセス技術を介して少なくと
も１つのデータフローを、および前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つの
データフローを送信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との
間の無線リンク障害を検出させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第
２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきかどうか
を決定させるためのコードとを備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
[Ｃ１９]　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するための
手段と、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを、および前記第
２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するための手段と、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するための手
段と、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するための手段とを備える、装置
。
[Ｃ２０]　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するように
構成されたコントローラと、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するように
構成されたワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）無線機と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するように
構成されたワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）無線機と、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するように構
成された無線リンク障害（ＲＬＦ）構成要素と、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するように構成されたＲＬＦデー
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タフロー決定構成要素とを備える、装置。
[Ｃ２１]　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立することと、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータ
フローを送信する、
　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接続
の無線リンク障害回復指示を受信することと、
　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記
少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定することと、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに、
前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に
示すこととを備える、方法。
[Ｃ２２]　前記確立することが、前記ユーザ機器がアイドル状態から接続状態に移動する
ことにより、または前記ユーザ機器がハンドオーバされることにより生じる、Ｃ２１に記
載の方法。
[Ｃ２３]　前記示すことが、前記ユーザ機器に構成メッセージまたはデータメッセージの
うちの少なくとも１つを送ることを備える、Ｃ２１に記載の方法。
[Ｃ２４]　前記構成メッセージが無線リソース制御メッセージである、Ｃ２３に記載の方
法。
[Ｃ２５]　前記送ることが、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上
で前記ユーザ機器に構成メッセージまたはデータメッセージのうちの少なくとも１つを送
ることを備える、Ｃ２３に記載の方法。
[Ｃ２６]　コンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であっ
て、
　少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第
１の通信接続を確立させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機
器との第２の通信接続が確立されるという指示を受信させるためのコードと、ここにおい
て、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータフローを送信する、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、
前記ユーザ機器から前記第１の通信接続の無線リンク障害回復指示を受信させるためのコ
ードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技
術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローが維持され得るか
どうかを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２
の通信接続上で、データフローごとに、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を
維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に示させるためのコードとを備える、非一時的コン
ピュータ可読媒体。
[Ｃ２７]　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立するための手段
と、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つの
データフローを送信する、
　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接続
の無線リンク障害回復指示を受信するための手段と、
　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記
少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定するための手段と、



(42) JP 6522612 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに、
前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に
示すための手段とを備える、装置。
[Ｃ２８]　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのメモリと、
　　前記少なくとも１つのメモリと通信しており、
　　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立することと、
　　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されると
いう指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデー
タフローを送信する、
　　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接
続の無線リンク障害回復指示を受信することと、
　　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前
記少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定することと、
　　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに
、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器
に示すことと
　を行うように構成された無線リンク障害（ＲＬＦ）データフロー構成要素とを備える、
装置。
[Ｃ２９]　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信することと
、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータ
フローに関連する、
　前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接
続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定することと、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデ
ータフローの前記送信を再開すべきかどうかを前記ユーザ機器に示すこととを備える、方
法。
[Ｃ３０]　前記第２の無線アクセス技術に関係する少なくとも１つの測定報告を受信する
ことと、
　前記少なくとも１つの測定報告に少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザ機器が前記
第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を再開す
ることができるかどうかを決定することとをさらに備える、Ｃ２９に記載の方法。
[Ｃ３１]　複数の指示を受信することと、前記指示の各々は、前記ユーザ機器が前記無線
リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフロー
の特定の１つの前記送信を中断したかどうかを示し、ここにおいて、前記複数の指示の各
々が、前記少なくとも１つのデータフローの特定の１つに関連する、
　前記ユーザ機器から、前記第２の無線アクセス技術に関係する少なくとも１つの測定報
告を受信することと、
　前記第１の通信接続が再確立されたことを検出することと、
　前記少なくとも１つの測定報告に基づいて、前記検出することに応答して、前記第２の
無線アクセス技術を介した送信を再開すべきかどうかを決定することとをさらに備える、
Ｃ２９に記載の方法。
[Ｃ３２]　前記少なくとも１つの測定報告が無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再確立メッ
セージの一部として受信される、Ｃ３１に記載の方法。
[Ｃ３３]　前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの前
記送信が前記無線リンク障害中に維持されたというさらなる指示を受信することと、
　前記第１の通信接続が再確立されたことを検出することと、
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　前記検出することに応答して、前記無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を
介して維持された前記少なくとも１つのデータフローを前記第１の無線アクセス技術を介
して送信すべきかどうかを決定することとをさらに備える、Ｃ３２に記載の方法。
[Ｃ３４]　前記指示が、前記第２の無線アクセス技術に関係する測定報告中に含まれる、
Ｃ３３に記載の方法。
[Ｃ３５]　前記指示が無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再確立メッセージの一部として受
信される、Ｃ３３に記載の方法。
[Ｃ３６]　コンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であっ
て、
　少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リ
ンク障害回復指示を受信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機
器との第２の通信接続が確立されるという指示を受信させるためのコードと、ここにおい
て、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータフローに関連する、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線
アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開
され得るかどうかを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２
の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を再開すべきかどうかを前
記ユーザ機器に示させるためのコードとを備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
[Ｃ３７]　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信するための
手段と、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つの
データフローに関連する、
　前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接
続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定するための手段
と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデ
ータフローの前記送信を再開すべきかどうかを前記ユーザ機器に示すための手段とを備え
る、装置。
[Ｃ３８]　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリと通信しており、
　　ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信すること
と、
　　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されると
いう指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデー
タフローに関連する、
　　前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信
接続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定することと、
　　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つの
データフローの前記送信を再開すべきかどうかを前記ユーザ機器に示すことと
　を行うように構成された無線リンク障害（ＲＬＦ）データフロー構成要素とを備える、
装置。
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